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法体系全般✔□ 法体系全般✔

□ 伝送設備規律

□ 伝送サービス規律□ 伝送サ ビス規律

□ コンテンツ規律

□ 利用者保護規律



＜現行の法体系＞

○ 放送関連で４本 通信事業関連で３本の法律 伝送設備

通信・放送の新たな法体系に向けた検討

＜新たな法体系＞
○ 放送関連で４本、通信事業関連で３本の法律、伝送設備

関連で２本の法律がある。

○ 通信業務用の無線局は放送用に使えず、放送用の無線局
は通信業務用に使えない。

○ 有線放送電話について、他の通信サービスと異なる参入
規制 技術基準等を適用している

○ デジタル化、ブロードバンド化の達成され
る2010年代を展望し、通信・放送の融合・連
携型の新たなサービスを可能とするため、次
の考え方により、法体系を全般的に見直し。

① 制度 集約 大括り化規制、技術基準等を適用している

○ 放送中止事故が発生しているにもかかわらず、これに対
応する規律がない。

○ 放送の中でも、「施設の設置（ハード）」と「放送の業
務（ソフト）」を一事業者で行うこととされている放送と、

① 制度の集約・大括り化

② 情報の自由な流通の促進

③ 経営の選択肢を拡大する制度の整備

④ 情報通信の安全性・信頼性の確保務（ソフト）」を 事業者で行う ととされている放送と、
複数事業者で分担して行うこととされている放送がある。

→ 放送事業者からすれば、経営の選択肢がない。

新たな法体系のイメージ現行の法体系

④ 情報通信の安全性 信頼性の確保

⑤ 利用者・受信者の利益の保護

コンテンツ

放 送通 信 通 信・放 送
＜デジタル化、ブロードバンド化の進展＞

更
な
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有
線
テ
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ビ
ジ
ョ
ン

電
気
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役
務

利
用
放
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法

違法・有害情報
対策関係法令

放
送
法

有
線
ラ
ジ
オ
放

通信と放送の境界を超えたサービスの出現

 ＣＡＴＶ電話、ＣＡＴＶインターネット

 インターネットテレビ（ＩＰＴＶ等）

放送に関する現行の規律を土台としつつ、
コンテンツ規律の合理化

＞ ＣＡＴＶ電話、ＣＡＴＶインターネット

＞ インターネットテレビ（ＩＰＴＶ等）

青少年インターネット
環境整備法
プロバイダ責任制限法
等

○放送法を核として大括り化
○ハード・ソフトの分離又は一致を事業者

が選択可能とする制度の整備
○番組ごとの種別・放送時間の開示義務

○放送法を核として大括り化
○ハード・ソフトの分離又は一致を事業者

が選択可能とする制度の整備
○番組ごとの種別・放送時間の開示義務

通信と放送の境界を超えたサービスの出現

り
化
を
法
技
術
的伝送設備

伝送サ ビスン
放
送
法

有線電気通信法（有線）

電気通信事業法

ＮＴＴ法有線放送電話法
法放

送
法

 インタ ネットテレビ（ＩＰＴＶ等）

 携帯端末向けマルチメディア放送 通信・放送の伝送サービス規律を統合

＞ インタ ネットテ （ 等）

＞ 移動受信用地上放送

ＮＴＴ法
○電気通信事業法を核として大括り化
○放送に係る重大事故の報告義務・設備

の維持義務の整備

○電気通信事業法を核として大括り化
○放送に係る重大事故の報告義務・設備

の維持義務の整備

電波法（無線） 的
に
検
討

伝送設備有線電気通信法（有線）

電波法（無線） 通信・放送の両用に使える無線局の創設
など、電波の柔軟な利用を図る

○通信及び放送両用の無線局の開設を
可能とする制度の整備

○通信及び放送両用の無線局の開設を
可能とする制度の整備有線電気通信法（有線）

電波法（無線）
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諸外国における通信・放送関係法制

米国 英国 フランス

03年通信法連邦通信法

第
Ⅵ
編

《
ケ
ー

90年放送法
96年放送法

第
Ⅲ
編

《
電
気

視聴覚法

第３部
テレビ・ラジオ
サービス

サービス編集者
（editeur）

VOD テレビ・ラジオサービス

放送サービス
放送免許

第Ⅱ編 電気通信事業者
《電気通信事業者》

編

ケ
ー
ブ
ル
通

ブ
ル
サ
ー
ビ
ス
》

編

無
線
に
関
す

気
通
信
・
放
送
》

郵便・電子
通信法典

第５部 通信市場における競争
≪電子通信ネ トワ ク 電子通信サ ビス 放送≫

第２部 ネットワーク、サービス
≪電子通信ネットワーク及び電子通信サービス。コンテンツサービスは除く≫

サ ビス VOD

サービス配信者
（distributeur）

テレビ・ラジオサ ビス

通
信

2006年無線電信法

す
る
規
定

※ 視聴覚法で定めるサービス配信者は、当該法律で定められている規律
他 郵便 電子通信法典 伝送サ ビ にかかる規律を受ける

≪電子通信ネットワーク、電子通信サービス、放送≫

設備規則
周波数規則

伝送サービス
伝送設備

韓国シンガポール

現行法体系 新たな法体系のイメージ

の他、郵便・電子通信法典の伝送サービスにかかる規律を受ける。

（通信） （放送） （通信・放送）

ネットワーク法

情報通信網
利用促進及び
情報保護等
に関する法律

地
上
波
テ
レ
ビ

デ
ジ
タ
ル
転
換

放
送
文
化
振

通信の
秘密
保護法

韓国教育
放送

公社法

1994年放送法

放送サービス
（テレビ、ラジオ等）

VOD等

放送通信事業法

電気通信事業法

電気通信基本法

Ｉ
Ｐ
Ｔ
Ｖ
法

ビ
放
送
の

換
特
別
法

振
興
会
法

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
ｱﾄﾞﾚｽ資源
に関する
法律

位置情報の
保護及び
利用等に
関する法律 放

送
法

1999年電気通信法

送 ビ 放送 ビ 除

電波法

放送通信発展に関する基本法

電気通信基本法

電波法

情報化促進基本法（IT基本法に相当）

伝送サービス（放送サービスは除く）
伝送設備
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法体系全般□ 法体系全般

□ 伝送設備規律✔

□ 伝送サービス規律□ 伝送サ ビス規律

□ コンテンツ規律

□ 利用者保護規律



降雨で弱められ

我が国の電波の利用状況（周波数帯別）

降雨で弱められ
る

利用技術の難易度

伝送できる情報量

電波の伝わり方

難しい

大きい

直進する

小さい

障害物の後ろに回り込む

易しい

波長
周波数

ブ

10km
30kHz
(3万ﾍﾙﾂ)

1km
300kHz

(30万ﾍﾙﾂ）

100m
3MHz

(300万ﾍﾙﾂ)

10m
30MHz

(3千万ﾍﾙﾂ)

1m
300MHz
(3億ﾍﾙﾂ)

10cm
3GHz

(30億ﾍﾙﾂ)

1cm
30GHz

(300億ﾍﾙﾂ)

1mm
300GHz
(3千億ﾍﾙﾂ)

0.1mm
3000GHz
(3兆ﾍﾙﾂ)

100km
3kHz

(3千ﾍﾙﾂ)

利用技術 難易度 難

超長波
ＶＬＦ

長 波
ＬＦ

中 波
ＭＦ

短波
ＨＦ

超短波
ＶＨＦ

極超短波
ＵＨＦ

マイクロ
波

ＳＨＦ

ミリ波
ＥＨＦ

サブ
ミリ波

国際電気通信連合(ITU)による周波数の国際分配の決定(無線通信規則等)

↓

電波天文 衛星通信

ミリ波

船舶･航空機用ビーコン

長波

↓
国際分配に基づく国内分配の決定(総務省・周波数割当計画等)

主な利用例

マイクロ波中継 放送番組中継
衛星通信 衛星放送
レーダー 電波天文･宇宙研究

マイクロ波
船舶通信 中波放送（ＡＭラジオ）
アマチュア無線 船舶･航空機用ビーコン

中波

電波天文 衛星通信
簡易無線 レーダー

船舶 航空機用ビ コン
標準電波 電子タグ

携帯電話 ＰＨＳ ＭＣＡシステム
無線 放送 防災 政無線

ＵＨＦ

ＦＭ放送(コミュニティ放送) ＴＶ放送

ＶＨＦ

船舶・航空機無線 短波放送
アマチュア無線 電子タグ

短波
レ ダ 電波天文･宇宙研究
無線ＬＡＮ（5GHz帯）
無線アクセスシステム(５、22、26GHz帯等)
狭域通信システム ＩＳＭ機器

タクシー無線 ＴＶ放送 防災行政無線
移動体衛星通信 警察無線 簡易無線
レーダー アマチュア無線 パーソナル無線
無線ＬＡＮ（2.4GHz帯） コードレス電話
無線アクセス（2.4GHz帯） ＩＳＭ機器 電子タグ

ＦＭ放送(コミュニティ放送) ＴＶ放送
防災行政無線 消防無線 列車無線
警察無線 簡易無線 航空管制通信
無線呼出 アマチュア無線 コードレス電話
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周波数割当てのプロセス
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検
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情報通信審議会
諮問・答申

電波監理審議会
諮問・答申
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○ 電波は、国内に止まらず国境を越えて伝搬する一方で、同一の周波数を使うことによる

周波数の分配

○ 電波は、国内に まらず国境を越えて伝搬する 方で、同 の周波数を使う とによる
混信の問題が所在。また、国際的な利用を可能とすることも必要。

○ そのため、電波を管理する国際的な枠組み（国際電気通信連合（ITU）憲章・条約）に基
づき電波の特性に応じ、周波数帯ごとの用途を定めた分配表や使用条件を規定。

○ 日本は アジア オセアニア（第３地域）に分配された用途分配に基づき「周波数割当計○ 日本は、アジア・オセアニア（第３地域）に分配された用途分配に基づき「周波数割当計

画」（総務省告示：電波法第２６条）を制定し、国内の周波数使用に関する条件を定めて
いる。

国 際 分 配 （kHz）
国内分配（kHz） 無 線 局 の 目 的 周波数の使用に関する条件

第一地域 第二地域 第三地域第 地域 第二地域 第三地域

9未満 （分配されていない） 9未満
J1

5.53 5.54
9-14 無線航行 9-14 無線航行 公共業務用

一般業務用
14-19.95 固定 14-19.95 固定 公共業務用

海上移動 5.57 海上移動 J2 一般業務用

5.55 5.56
19.95-20.05 標準周波数報時 （20kHz） 19.95-20.05 標準周波数報時 公共業務用 公共業務用への割当ては、20kHzに限る。
20.05-70 固定 20.05-39 固定 公共業務用

海上移動 5.57 J3 海上移動 J2 一般業務用
39-41 標準周波数報時 公共業務用 公共業務用への割当ては、40kHzに限る。
41-59 固定 公共業務用
J3 海上移動 J2 一般業務用

59-61 標準周波数報時 公共業務用 公共業務用への割当ては、60kHzに限る。
61-70 固定 公共業務用

5 56 5 58 J3 海上移動 J2 一般業務用5.56 5.58 J3 海上移動 J2 一般業務用
70-72 70-90 70-72 70-72 無線航行 公共業務用
無線航行 5.60 固定 無線航行 5.60

海上移動 5.57 固定
海上無線航行 5.60 海上移動 5.57
無線標定

5.59
72-84 72-84 72-84 固定 公共業務用

固定 固定 海上移動 J2 一般業務用

海上移動 5.57 海上移動 5.57

無線航行 5.60 無線航行 5.60

5.56

84-86 84-86 84-86 無線航行 公共業務用
無線航行 5 60 無線航行 5 60無線航行 5.60 無線航行 5.60

固定
海上移動 5.57

5.59

（国際分配の注）
5.56 14-19.95kHz及び20.05-70kHzの周波数帯並びに第一地域では72-84kHz及び86-90kHzの周波数帯が分配された業務の局は、標準周波数及び報時信号を送信することができる。（以下略）
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周波数移行・再編に向けた具体的取組

○ 新たな電波利用システムが導入できる周波数を確保するため、毎年、電波の利用状況を調査･

評価。

また 周波数の移行･再編の方向性を示す周波数再編アクションプランを策定。

周波数移行・再編のサイクル

また､周波数の移行 再編の方向性を示す周波数再編アクションプランを策定。

○ この結果等に基づき、総務大臣が周波数割当計画を変更。

電波の利用状況
周波数再編

プ 周波数割当計画

周波数移行 再編のサイクル

電波の利用状況
調査・評価の実施

（毎年度）

アクションプランの
策定

（毎年度）

周波数割当計画
の変更

新新たな電波利用
システムの導入
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【現在の周波数利用状況】 テレビ用 370MH 幅

放送のデジタル化による周波数再編

【現在の周波数利用状況】 テレビ用ー370MHz幅
90～108MHz帯
（1～3ch）

170～222MHz帯
（4～12ch）

470～770MHz帯
（13～62ch）

アナ グテレビ放送アナログ
テレビ放送

アナログ
テレビ放送

アナログテレビ放送
デジタルテレビ放送

470～770MHz帯
（13～62ch）

70MHz幅
（1～
3 h）

（4～12ch）

【2011年7月25日】 テレビ用ー300MHz幅

デジタルテレビ放送
○マルチメディ
ア

放送等

3ch）
○マルチ

メディア
放送等

○防災等

幅

【2012年7月25日】 テレビ用ー240MHz幅

90 108 170 222205

（53～62ch）

デジタルテレビ放送

60MHz幅
240MHz幅

70MHz幅

○マルチメディ
ア放送等

（1～
3ch）

（4～12ch）

○防災等 ○マルチ
メディ

ア放送

ガ
ー
ド
バ

Ｉ
Ｔ
Ｓ

ガ
ー
ド
バ

○携帯電話等

（13～52ch）
710 77090 108 170 222205

ア放送
等 ン

ド

Ｓ
ン
ド

715 725 730470
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伝送設備規律に係る見直し事項と現行電波制度との対比

現行制度 見直し事項

周波数の分配
ホワイトスペースの活用

無線システムの導入

現行制度 見直し事項

周波数の分配

技術基準の策定

ホワイトスペ スの活用

技術基準提案制度
技術基準策定計画
技術基準策定の迅速化

免許申請

無線局の開設

免許不要局の範囲の見直し
携帯電話基地局免許の包括化免許申請

審査（欠格事由、無線局の必要性、技術基準適合等）

携帯電話基地局免許の包括化

複数の目的を有する無線局
外資規制の見直し

免許

無線局の運用

目的変更を可能にする

無線局の運用

目的外使用の禁止＋目的変更原則禁止

技術基準適合証明制度の整備

定期検査の簡素化

技術基準適合義務

定期検査

技術基準適合証明制度の整備
技術基準適合命令、技術基準不適合機器の把握
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ホワイトスペースを利用したサービス事例

※「通信・放送の総合的な法体系に関する検討委員会（第８回）」株式会社日立製作所情報・通信グループ経営戦略室織田氏提出資料「狭域コミュニティ・
メディアの取り組みと伝送 （電波利用）に関する意見～ワンセグを利用した新サービス 仮称：エリア・ワンセグ」より抜粋 一部加工

●特定エリア向けワンセグ エリア伝送設備
（ワンセグ送信設備）

メディアの取り組みと伝送 （電波利用）に関する意見～ワンセグを利用した新サービス 仮称：エリア・ワンセグ」より抜粋、一部加工。

特定エリア向け送信設備。
小電力電波により直径1km程度の利
用者密集エリアをカバー。
エリア固有の映像ガイドを提供

エリア情報センタ

遠隔地で番組生成し
ネットワーク経由で

ビ
エリア固有の映像ガイドを提供

サービスエリアに伝送す
る形態もある。

ワンセグ携帯で視聴
サービス・エリアに訪れた人が対象

エリア独自のワンセグ番組

11



ホワイトスペース利用の課題

◎仮に、放送局が１～１０チャンネルを使用しているとした場合に、それらのチャンネルでホワイトスペース機器を使用するとしたとき
のイメージ（実際には一つの県を複数の放送局でカバーしているが、下図では説明の簡素化のため一つの放送局でカバーするものとしている。）

②Ａ県の放送局の電波はＢ県の一部で
も受信可能であり 当該受信可能 リ

ジ（実際 県を複数 放送局 、 図 説明 簡素 放送局 す 。）

【Ａ県】 ：２，４，９チャンネル 【Ｂ県】 ： １，３，５チャンネル
【Ｃ県】 ：６，８，１０チャンネル

ホワイトスペース機器の電波が到達しうるエリア

２，４，９チャンネル

も受信可能であり、当該受信可能エリ
アで、Ｂ県に設置されたホワイトスペー
ス機器が干渉を与える場合がある。

１，３，５チャンネル

Ａ県 Ｂ県

ホワイトスペース機器

ホワイトスペース機器

ホワイトスペース機器

放送局
放送局

1 2 3 4 6 8

1,3,5（※）

ホワイトスペ ス機器1,2,3,4,5,6,8,
9,10 （※） 1,2,3,4,5,9 （※）

③米国ではキャリアセンス
機能により他の電波を検知
し、空き周波数を利用するこ
とで干渉を防ぐ機器が考え

Ｃ県
６，８，10チャンネル

①Ａ県に設置した場合でも、Ｂ、Ｃ県に干渉
を与える場合がある。

放送局

(※)干渉を与える可能性がある放送局のチャンネル。

とで干渉を防ぐ機器が考え
られているが、例えば、ビル
影等でホワイトスペース機
器を利用した場合、他の電
波を検知することが困難な
場合がある。

【検討課題（例）】
（１）あるエリアでホワイトスペース機器を利用する場合、放送の受信者保護のため、当該エリアの放送局のチャンネルだけでなく、隣接

するエリアの放送局のチャンネルを考慮する必要がある。
（２）ホワイトスペース機器の出力によって電波が到達しうるエリアは異なるので 出力によって干渉を与える放送局のチャンネル数も異

ホワイトスペース機器が放送局のチャンネルと隣接するチャンネルを利用する場合にも、放送局のチャンネルに干渉を与える場合がある。
場合がある。

（２）ホワイトスペース機器の出力によって電波が到達しうるエリアは異なるので、出力によって干渉を与える放送局のチャンネル数も異
なってくる。したがって、ホワイトスペース機器の出力によって利用可能なチャンネル数は異なる（出力が大きくなると利用可能な
チャンネル数は少なくなる。）。

（３）ホワイトスペース機器が移動するものである場合、どこに移動しても放送局の電波に干渉を与えないようにする仕組みが必要となる。

12



米国におけるホワイトスペースの利用に関する動向

１． 2008年11月、連邦通信委員会（FCC）が、テレビジョン放送用の周波数帯域のうち、

（Ｒ＆Ｏの概要）

１． 2008年11月、連邦通信委員会（FCC）が、テレビジョン放送用の周波数帯域のうち、
ホワイトスペースにおいて、ブロードバンド通信用の無線機器（ホワイトスペース機器）
の利用を認めるＲ＆Ｏ（Report and Order）を採択

 アナログ停波後に、デジタルテレビ用の周波数帯において、個人向け・商業向けのブ
ロードバンド通信を行うホワイトスペース機器の利用を認める。

 ホワイトスペース機器には、放送局やワイヤレスマイクの電波との混信回避のため、原
則と 下記① ②及び③を具備 認証を受ける必要がある則として下記①、②及び③を具備し、ＦＣＣの認証を受ける必要がある。
①ホワイトスペース機器の位置情報を把握する機能
②放送局その他関連する無線局や固定用のホワイトスペース機器等の緯度経度、出力、
チャンネル番号等の情報を記録したデータベースにインターネット経由でアクセスし情番 情報 記 経 情
報を取得する機能

③当該ホワイトスペース機器の周辺で、あるチャンネルが使用中か否かを検知する機能
（キャリアセンス機能）

定機 最大 ポ ブ 機 最大 （ また、固定機器は最大出力１Ｗ、ポータブル機器については最大出力１００ｍＷ（テレ
ビサービスエリア及びその周辺エリアで、テレビチャンネルと隣接するチャンネルについ
ては、固定機器は使用不可。ポータブル機器については使用するにあたっては最大出力４
０ｍＷ）に制限されている。 等）に制限 れ る。 等

 キャリアセンス機能等、必要とされている機能を実装する機器の開発・実用化。

２．今後の課題（例）

 有効なデータベースの構築。

 都市部では実際に利用可能なチャンネル数は少数ではないかという懸念。 等
13



技術基準策定提案制度・技術基準策定計画制度の導入

技術基準策定計画制度技術基準策定提案制度

○ メーカー、事業者、研究機関等からの提案 ○ 提案募集等により研究開発動向・ニーズについて調査

技術 準策定計画制度技術基準策定提案制度

新

○ 総務省における検討

新
制
度

技術基準策定計画

○ 情報通信審議会等において審議現
行

○ 省令・告示案の作成

行
の
技
術
基

○ 電波監理審議会に諮問

準
策
定
手
続

○ 技術基準の策定
続
き

14



技術基準適合証明

○ 無線設備が電波法に定める技術基準に適合していることを事前に確認し、証明する制度。

○ この証明を受けた無線設備のみを使用して免許申請を行う場合には、予備免許や落成検査

が省略されるなどの簡易な免許手続の適用が可能となるほか 設備によっては 免許不要のが省略されるなどの簡易な免許手続の適用が可能となるほか、設備によっては、免許不要の

措置がとられるなどのメリットがある。

技術基準適合証明の流れ

技術基準への適合性を審査

製造業者等に

よる工事設計の
認証 申請

認証

登録証明機関

技術基準への
適合性を示す
技適マーク

認証の申請
認証

無線設備 録 機無線設備

15



法体系全般□ 法体系全般

□ 伝送設備規律

□ 伝送サービス規律✔□ 伝送サ ビス規律✔

□ コンテンツ規律

□ 利用者保護規律



受委託放送制度・チャンネルリース制度・電気通信役務利用放送制度の比較

受委託放送制度 チャンネルリース制度 電気通信役務利用放送制度

設備の提供主体 受託放送事業者（２者※１）
有線テレビジョン放送施設者

（１０５０者※２）

電気通信事業を営む者

（電気通信事業者１５０８３者※３）

設備の提供の相手方
①「認定」を受けた委託放送事業者

②委託国内放送業務等を行う協会

有線放送業務を行おうとする者

（「届出」のみで参入可※４）

電気通信役務利用放送事業者

（「登録」を受けて参入可）②委託国内放送業務等を行う協会 （ 届出」のみで参入可 ） （ 登録」を受けて参入可）

提供主体の外資規制 ○（1/3） － －

事業者間の役務の提供義務

・上記①②からの申込みを拒んではな
らない。

上記①②以外の者からの申込みを承
・原則、承諾しなければならない。

－

（事業者間交渉）
事業者間 役務 提供義務

・上記①②以外の者からの申込みを承
諾してはならない。

原則、承諾 。
（事業者間交渉）

役務の規律

役務の提供条件
策定・届出義務

届け出た提供条件以外での提供禁止
策定義務

－

（事業者間交渉）
役務 提供条件

届け出た提供条件以外での提供禁止
策定義務

（事業者間交渉）

提供条件の変更命令等 ○

○

・施設の使用条件の変更命令

・使用条件が基準に適合しない場
合の施設の設置許可の取消し

△

一般的な業務改善命令
合の施設の設置許可の取消し

電気通信設備の接続 － － ○

電気通信設備の技術基準

技術基準適 伝送サービス － － ○
技術基準適
合維持義務 標準方式 ○ ○ （○ 電気通信役務利用放送事業者）

管理規程の届出義務 － － ○

主任技術者選任義務 － － ○

土地等の使用についての規律 － △ ○

放送普及基本計画 適用 － －

※１ 平成２１年６月時点 ※２ 平成２１年３月時点 ※３ 平成２１年４月時点
※４ 有線テレビジョン放送施設者の参入は許可制。 17



受託放送に対する規律の概要

○ 受託放送について、現行の法体系は、「放送用」の周波数を割り当て、「放送普
及基本計画」の対象とし、認定を受けた委託放送事業者のみが受託放送役務の

が提供を受けることができることとしている。

○ 受託放送役務については、委託放送事業者の番組編集の自由の確保、不当
に高い料金の設定による委託放送の機会の制約の防止、認定を受けた委託放に高 料金の設定による委託放送の機会の制約の防止、認定を受けた委託放
送の確保等の観点から、放送法第５２条の９から第５２条の１２までの規定におい
て、次のような規律が課されている。

① 委託放送事業者のみに対する役務提供義務① 委託放送事業者のみに対する役務提供義務

② 役務の提供条件の総務大臣への届出

③ 役務の提供条件が不当な差別的取扱いをするものである場合等の総務大
臣による変更命令

○ 受託放送役務は、電気通信設備を委託放送事業者という他人の通信の用に
供していることから、外形的には電気通信役務に該当するものの、放送関連の役供していることから、外形的には電気通信役務に該当するものの、放送関連の役
務として委託放送役務と合わせて放送法の規律を受けることが適当として、電気
通信事業法の適用除外とされている。（電気通信事業法第２条第４号）

18



チャンネルリース制度の概要

○ 「有線テレビジョン放送施設の使用の承諾に係る事業」は、電気通信設備を他人の通信の用に供するものであ○ 「有線テレビジョン放送施設の使用の承諾に係る事業」は、電気通信設備を他人の通信の用に供するものであ
り、外形的には電気通信役務に当たるものの、電気通信事業法の定義規定において、「電気通信事業」の定義か
ら除外され、有線テレビジョン放送法で規律されている。

○ 有線テレビジョン放送施設者※は、有線放送の業務を行なおうとする者から有線テレビジョン放送施設の使用
申込 を受けたときは 総務省令 定める場合を除き れを承諾 なければならな （有線 ビジ 放の申込みを受けたときは、総務省令で定める場合を除き、これを承諾しなければならない。（有線テレビジョン放

送法第９条）
※届出事業者（５００端子以下の規模の施設を設置する者等）には義務は課されていない。

○ その施設において 同時に使用することができる周波数のすべてが現に使用されているか又は１年以内に使○ その施設において、同時に使用することができる周波数のすべてが現に使用されているか又は１年以内に使
用されることが確定している等の場合には、承諾することを要しない。（有線テレビジョン放送法第９条、有線テレ
ビジョン放送法施行規則第１２条）

○ 有線テレビジョン放送施設の使用料その他の使用条件について 契約約款を定めなければならない。（有線テ○ 有線テレビジョン放送施設の使用料その他の使用条件について、契約約款を定めなければならない。（有線テ
レビジョン放送法第１０条）

○ 有線テレビジョン放送の施設の運用が適正を欠くため受信者の利益を阻害していると認められるときは、総務
大臣による施設の改善命令（施設計画の変更 使用条件の変更等）の対象となり得る。（有線テレビジョン放送法大臣による施設の改善命令（施設計画の変更、使用条件の変更等）の対象となり得る。（有線テレビジョン放送法
第２４条第１項）

Ａ（事業者） Ｂ（事業者） ※ 総務省令で定

○ 有線テレビジョン放送施設者（平成２１年３月末時点
１０５０者）中、実際に施設を提供しているのは５９者。※ 総務省令で定

める基準に適合
する使用条件を
盛り込んだ契約
約款を作成する
ことが求められる。

施設の使用
の申込み

原則として
承諾

１０５０者）中、実際に施設を提供しているのは５９者。
うち電気通信事業の登録・届出をしている者は２７者
（平成２０年９月末時点）。

○ チャンネルリースの契約件数は、９７件（チャンネル
リ ス契約に係る受信件数は 約７１万件（平成２０年Ａ（施設者）

ことが求められる。 リース契約に係る受信件数は、約７１万件（平成２０年
９月末時点））。
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有線放送電話に関する法律の概要

○○ 有線放送電話業務の適正な運営を図ることによって、有線電気通信に関する秩序の確立に資することを目的として、昭和32年に
制定、同年８月から施行されたもの。

○○ 有線放送電話役務（有線ラジオ放送用の有線電気通信設備を用いて他人の通信を媒介しその他当該有線電気通信設備を他人
の通信の用に供すること）を提供する業務を行う場合、総務大臣の許可を必要とし、許可を受けた業務区域（一の市町村及びその隣
接市町村内に限る ）において その役務の提供を認めるもの

○○ 有線放送電話業務の適正な運営を図ることによって、有線電気通信に関する秩序の確立に資することを目的として、昭和32年に
制定、同年８月から施行されたもの。

○○ 有線放送電話役務（有線ラジオ放送用の有線電気通信設備を用いて他人の通信を媒介しその他当該有線電気通信設備を他人
の通信の用に供すること）を提供する業務を行う場合、総務大臣の許可を必要とし、許可を受けた業務区域（一の市町村及びその隣
接市町村内に限る ）において その役務の提供を認めるもの接市町村内に限る。）において、その役務の提供を認めるもの。

○○ 有線放送電話業者は、その業務の用に供する有線電気通信設備について、他の有線放送電話業者の設備と相互接続する場合
には許可が必要であり、電気通信事業者の電気通信回線設備と接続する場合には事前届出が必要である。

接市町村内に限る。）において、その役務の提供を認めるもの。

○○ 有線放送電話業者は、その業務の用に供する有線電気通信設備について、他の有線放送電話業者の設備と相互接続する場合
には許可が必要であり、電気通信事業者の電気通信回線設備と接続する場合には事前届出が必要である。

○ 業務を行う場合には、総務大臣の許可＊1

※１ 許可の基準

有線放送電話に関する法律の主な業務規律

※１ 許可の基準
１）住民が社会的経済的に相互に比較的緊密な関係を有

している地域（一の市町村及びその隣接市町村内に限
る。）を業務区域とすること

２）経理的基礎があること
３）業務の用に供する設備に専ら通話の用に供するため

2498

３）業務の用に供する設備に専ら通話の用に供するため
の線路がないこと

４）業務を行うことが公益上必要であり適切であること

○ 他の有線放送電話業者等との相互接続に関する許可制

○ 電気通信事業者の電気通信回線設備との接続に関する
事前届出制

○ 契約約款の届出義務

○ 定期報告義務（事業年度ごとの利用状況、収支状況）

658

374
170

○ 定期報告義務（事業年度ごとの利用状況、収支状況）

年度
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有線テレビジョン放送施設の設置に係る許可制等の概要

○ 有線テレビジョン放送施設を設置し、当該施設により有線テレビジョン放送
の業務を行おうとする者は、当該施設の設置について、総務大臣の「許可」を
受けなければならない （有線テレビジョン放送法第３条）受けなければならない。（有線テレビジョン放送法第３条）

○ 「許可」に当たっては、その施設区域が一の行政区域又は複数の行政区域
を単位とし、当該行政区域の全域において設定されているものであることが、
審査基準 とされ る （有線 ビジ 放送法関係審査基準第 条審査基準の一つとされている。（有線テレビジョン放送法関係審査基準第４条
（１））

○ 有線テレビジョン放送施設者は、 「許可」に係る施設を、総務省令で定める○ 有線テレビジョン放送施設者は、 許可」に係る施設を、総務省令で定める
技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 （有線テレビジョン
放送法第８条）

○ 「許可 に係る施設を譲渡する場合又は「許可 を受けた施設者たる法人の○ 「許可」に係る施設を譲渡する場合又は「許可」を受けた施設者たる法人の
合併若しくは分割の場合、総務大臣の「認可」を受けなければ、有線テレビジョ
ン放送施設者の地位を承継できない。（有線テレビジョン放送法第１０条の２）

○ 国又は地方公共団体は、 「許可」に係る有線テレビジョン放送施設の設置が
円滑に行われるために必要な措置が講ぜられるよう配慮するものとする。（有
線テレビジョン放送法第２９条）線テレビジョン放送法第２９条）
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有線テレビジョン放送法 有線役務利用

放送事業者（注４）有線ﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ放送施設者 左記以外の有線ﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ放送事業者

有線テレビジョン放送・有線役務利用放送に係る規律

放送事業者（注４）有線ﾃﾚﾋ ｼ ｮﾝ放送施設者 左記以外の有線ﾃﾚﾋ ｼ ｮﾝ放送事業者

適用法 有線テレビジョン放送法 有線テレビジョン放送法 電気通信役務利用放送法

参入 施設設置許可
（業務は届出）

届出 登録

退出 届出 届出 届出

審査事項 ○欠格事由
○施設計画の合理性及び実施の確実性
○技術基準適合性
○経理的基礎及び技術的能力
○自 事情

○なし
（虚偽の届出については罰則）

○欠格事由
○経理的基礎及び技術的能力
○権原に基づく設備利用の可否
○総務省令に合致（集中排除原則）

○自然的社会的文化的事情に照らし必要か
つ適切

外資規制 × × ×

契約約款 届出 届出 届出

番組準則※ ○ ○ ○番組準則※ ○ ○ ○

放送番組審議機関※ ○ ○ ○

訂正放送等※ ○ ○ ○

放送番組の保存※ × × ○

あまねく受信
努 義務

× × ×
努力義務※

× × ×

災害放送※ × × ×

義務再送信 ○ × ×

候補者放送※ ○ ○ ○

技術基準適合技術基準適合
維持義務 ○ × ○

施設の提供義務 ○ × ×

改善命令 ○ ○ ○

報告徴収・立入検査 ○ ○ ○

事業者数 518（注１） 102（注２） 21（注３）

※ 同時再送信には適用されない。
（注１）自主放送を行う事業者。平成20年12月末現在。 （注２）平成20年3月末現在。自主放送を行う事業者（チャンネルリース事業者を除く。）。
（注３）平成21年3月現在。
（注４）引込端子数500超かつ5km超の線路について電気通信事業者が提供する役務を利用した放送を行う場合、当該事業者は電気通信役務利用放送事業者となる。 22



法律に基づく主な公益事業特権

主な公益事業特権の概要
非認定

電気通信
事業者

認定
電気通信
事業者

有テレ
施設者

放送
事業者

事業者 事業者

土地収用法

◆ 公共の利益となる事業の用に供するため土地を必要とする場合において、その土地を当該事業の用に供するこ
とが土地の利用上適正且つ合理的であるときは土地収用を行うことができるが（第2条）、認定電気通信事業の
用に供する施設及び放送事業の用に供する放送設備に関する事業は、土地収用を行うことができる公益事業と
して規定されている。（第3条）

× ○ × ○

◆ 道路を占用する際には、道路管理者による許可を要するが（第32条）、認定電気通信事業の用に供する電柱等

道路法

の設置については、許可の基準に沿った申請であれば、道路管理者は許可を与えなければならないと規定され
ている（義務許可）。（第36条）

◆ 有線テレビジョン放送施設については、通達によって、許可基準に適合する場合には、原則として占用許可が
与えられることとされている。（「有線テレビジョン放送施設の道路占用の取扱いについて」（平成8年6月28日建
設省道政発第60号道路局長通達））

× ○ △
（通達）

×

◆ 交通が著しくふくそうしている道路等で、路面の掘さくを伴う道路の占用に関する工事がひんぱんに行なわれる

共同溝の
整備等に関する

特別措置法

◆ 交通 著 くふくそう る道路等 、路面 掘さくを伴う道路 占用 関する 事 ひ 行なわれる
ことにより道路の構造の保全上及び道路交通上著しい支障を生ずるおそれがあると認められるものとして整備
される共同溝整備道路に共同溝が建設された場合、認定電気通信事業者は、占用の許可を申請できる公益事
業者として規定されている。（第2条第3項）

◆ 有線テレビジョン放送施設については、部内の通知によって、適切な場合には共同溝と有線テレビジョン放送事
業者の施設の一体的な整備を図ることとされている。（「共同溝と他の施設との一体的な整備について」（平成10
年4月24日建設省道政発第77号、建設省道国発第14号通知））

× ○ △
（通知）

×

電線共同溝の
整備等に関する

特別措置法

◆ 道路管理者は、電線共同溝を整備すべき道路を指定する場合には、当該道路の沿道がその供給区域又は供
給地点に該当する認定電気通信事業者の意見を聴かなければならない（第3条第2項）。

◆ 有線テレビジョン放送施設については、通達によって、電線共同溝整備道路の指定に当たって意見を聴取する
こと、指定があった場合には有線テレビジョン放送に供する電線についても電線共同溝に収容されるよう所定の
措置を講ずることとされている。（「電線共同溝の整備等に関する特別措置法の施行について」（平成7年8月9日
建設省道政発第75号道路局長通達））

× ○ △
（通達）

×

特別措置法
建設省道政発第 号道路局長通 ））

◆ 電線を地下に埋設し、その地上における電線及びこれを支持する電柱の撤去又は設置の制限をすることが特
に必要であるとされる電線共同溝整備道路の地上においては、電線･電柱による道路占用の許可制限等が規
定されているが、認定電気通信事業者が設置しようとする電線について、やむを得ない事情があると認められる
場合には、当該許可制限等の例外と認められている。（第9条）

× ○ × ×

大深度地下の
公共的使用に

◆ 認定電気通信事業者は、認定電気通信事業の用に供する施設に関する事業のために認可を受けて、大深度
地下を使用することができる （第4条 第10条） ○公共的使用に

関する
特別措置法

地下を使用することができる。（第4条、第10条） × ○ × ×

下水道法

◆ 公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分にはいかなる施設、工作物等をも設けてはならないが、認定
電気通信事業者が電線等を設置する場合には例外として認められる。（第24条）

◆ 有線テレビジョン放送施設者が電線等を設置する場合については、政令によって認められる。（施行令第17条
の2）

× ○ ○ ×
の2）

電気通信
事業法

 電柱の設置に係る土地等の使用について、これが広範囲にわたり個々の使用面積が少ないことから、土地収用
法の特例として簡易な手続が定められており、認定電気通信事業の用に供する線路及び空中線等を設置する
ために他人の土地、建物等を利用することが必要かつ適当であるときは、認可を受けて、その土地の所有者に
対し、その土地の使用権の設定に関する協議を求めることができる。（第128条）

× ○ × ×
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現行法制における技術基準適合維持義務

○ 現行の通信・放送法制において、それぞれ技術基準適合維持義務の規定が設けられている。
○ 放送法・電波法、有線テレビジョン放送法においては、電気通信事業法で規定されているような「設備の損壊又

は故障により、役務の提供に支障を及ぼさないこと」を求める技術基準は一部を除き存在していない。
○ 技術基準適合命令等の事後の担保措置にも差異がある。

放送法・電波法 有線テレビジョン放送法 （参考）電気通信事業法

設備の技術基準適合維
持義務

○
（電波法第３章）

○
（有線テレビジョン放送法第８条）

○
（電気通信事業法第４１条第１項）

設備の損壊又は
故障により、役務
の提供に著しい支
障を及ぼさないよ
うにすること

（該当する規定なし）
※ただし、無線設備規則第３３条の９（中波放送無

線設備に係る予備電源装置設置努力義務）のよ
うに一部については、規定あり。

（該当する規定なし） ○
（電気通信事業法第４１条第３項第１号）

う する

役務の品質が適
正であるようにす
ること

放送に関する送信の標準方式
（電波法第３章に基づく複数の省令）

有線テレビジョン放送に関する送信の方式
（有線テレビジョン放送法施行規則第２章第２節）

△
（主として、「通話」と「接続」に係る品質を
規定）
（電気通信事業法第４１条第３項第２号）

技術基準適合命令 （該当する規定なし）
※ただし、電波法第７６条第１項に無線局の運用

停止命令の規定あり。

○
（有線テレビジョン放送法第２４条第１項）

○
（電気通信事業法第４３条）

役務提供の支障を除去す （該当する規定なし） ○ ○
るために必要な修理その
他の措置を速やかに行わ
ないときの業務改善命令

（有線テレビジョン放送法第２４条第１項。施設の
運用が適正を欠くため受信者の利益を阻害してい
ると認めるとき）

（電気通信事業法第２９条第１項第８号）

業務の停止等の報告 無線業務日誌の抄録を六箇月ごとに提出しなけ
ればならない（電波法施行規則第４０条）

故障の発生状況やその原因を含む有テレ施設の
運用状況を、年に１回報告しなければならない（有

理由又は原因とともに、遅滞なく、報告しな
ければならない（電気通信事業法第２８

線テレビジョン放送法施行規則第３６条） 条）
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現行の技術基準の担保措置の比較

技術基準 違反した場合の担保措置

勧告、適合命令等 業務等の停止 免許等の取消し 罰則

電波法第３章 なし ●電波の発射停止命令
（第72条第1項）

●無線局の運用停止命令

●免許の取消し（第76条第3
項～第5項）

●第72条第1項・第76条第
1項により電波の発射又
は運用を停止された無●無線局の運用停止命令

（第76条第1項）
●登録局の効力停止処分

（第76条第2項）

は運用を停止された無
線局を運用した者は、1
年以下の懲役又は100
万円以下の罰金（第110
条第6号）

有線電気通信法
第５条

●設備の使用の停止
又は改造、修理等
の命令措置（第7条
第１項）

勧

なし なし ●第7条第1項の命令に違
反した者は、1年以下の
懲役又は20万円以下の
罰金（第16条第2号）

●設備の改善等の勧
告（第7条第2項）

電気通信事業法
第４１条

●技術基準適合命令
（第43条）

なし ●登録の取消し（第14条第1
項第1号）

●第43条第1項の命令に違
反した者は、200万円以
下の罰金（第186条第3下の罰金（第186条第3
号）

有線テレビジョン
放送法第８条

●施設の改善命令
（第24条第1項）

なし ●許可の取消し（第25条第1
項第3号、第4号）

●第24条の命令に違反し
た者は、30万円以下の
罰金（第36条第4号）罰金（第36条第4号）

電気通信役務
利用放送法
第１１条

●技術基準適合命令
（第16条第1項）

●業務の停止命令（第16
条第3項）

●登録の取消し（第9条第1項
第2号）

●第16条第3項の業務改
善停止命令に違反した
者は、6月以下の懲役又
は50万円以下の罰金は50万円以下の罰金
（第25条第2号）
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日本放送協会・（社）日本民間放送連盟策定「地上放送関係無線設備等の安全・信頼性基準ガイドライン」（平成１９年５月１７日）
（ポイント）

地上放送における最近の主な放送中止事故について

（ポイント）
・ 防護措置（無線設備の耐震措置、送信空中線周辺の落雷対策）
・ 冗長措置（重要な送信装置の故障発生時における故障検出、運用者への通知、予備設備への切替、電源への異常発生時における予備電源装置の切替）
・ 管理体制（担当者、責任者の明確化、共同建設の場合における責任の所在の明確化、保守点検事業者との対応窓口の明確化）

時 放送局 停波時間 停波理由日時 放送局 停波時間 停波理由

平成１９年１２月３日 Ａ社の親局 テレビ（デジタル） ２３分間 人為的ミス（番組延長時のデータ作成ミス）

平成２０年１月９日 Ｂ社の親局 ラジオ ＡＭ １６分３５秒間 番組送出システムの老朽化

ＦＭ １１分３５秒間

平成２０年１月１０日 Ｃ社 ラジオ ＡＭ １６分間 人為的ミス（放送時間中のＵＰＳ点検操作ミス）

テレビ（アナログ、デジタル） １７分間

平成２０年３月２５日 Ｄ社の親局 テレビ（デジタル） ３７分間 落雷による非常発電機切替器損傷

社の親局 テレビ（デジタ ） 分間Ｅ社の親局 テレビ（デジタル） ４７分間

Ｆ社の親局 テレビ（デジタル） ５４分間

平成２０年４月８日 Ｇ社の親局 ラジオ ＡＭ ６５分間 番組・ＣＭ送出システムのトラブル

情報通信政策局「テレビジョン放送及びラジオ放送に係る放送システムの信頼性の確保について（通達）」（平成２０年４月２１日）
①放送事業者に対し自主点検の実施、点検結果の報告を求める。
②点検を踏まえ、引き続き、自主的な管理運用体制の充実、放送中止事故の未然防止への取組を求める。

日時 放送局 停波時間 停波理由

平成２０年８月１４日 Ｈ社の親局 テレビ（アナログ） ４時間５１分間 局舎落雷に伴う電源設備焼損のため
（⇒事故事例（１））

Ｉ 社の親局 ラジオ ＦＭ ４時間４９分間

平成２１年１月１０日 Ｊ社の中継局 テレビ（デジタル） １０時間４１分間 商用電源事故停電後、非常電源設備の不備
（⇒事故事例（２））

テレビ（アナログ） １０時間５０分間

平成２１年１月１０日 Ｋ社の親局 ラジオ ＦＭ １時間１１分間 電力線の切断により、電力供給停止（⇒事故事例（３））
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法体系全般□ 法体系全般

□ 伝送設備規律

□ 伝送サービス規律□ 伝送サ ビス規律

✔□ コンテンツ規律✔

□ 利用者保護規律



検討会等 内 容

放送の機能・役割に関するこれまでの議論①

「臨時放送関係法制
調査会」

答申書（資料編）

（昭和39年9月）

第１ 放送の社会的機能

２ 現行法における放送の社会的機能の把握

（１） （略）

まず、現行法（以下「法」という。）上の放送の社会的機能がどのようにとらえられているか、必ずしも明確ではないが、列挙すれば次
のとおりである。のとおりである。

ア 教養機関的機能

イ 教育機関的機能

ウ 報道機関的機能

エ 娯楽機関的機能

オ 広告媒体的機能オ 広告媒体的機能

（２） 現行法においては、これらの機能を果たすうえにおいて、日本放送協会（以下「協会」という。）に対して前記オの広告媒体的機能を
排除しているほかは、協会と一般放送事業者（以下「一般事業者」という。）との間に格別の差異は認められない。また、前記アからエまで
の機能については、これらの機能を発揮するうえにおいて教養番組または教育番組ならびに報道番組および娯楽番組を設け、これらの
放送番組相互間の調和の保持を規定しているにすぎない。特別の事業計画によるものを除いては、これらの機能のうちいずれに比重を
おいているということはない もっとも 協会に対してのみは 「豊かで かつ よい放送番組を放送することによって公衆の要望を満たすおいているということはない。もっとも、協会に対してのみは、「豊かで、かつ、よい放送番組を放送することによって公衆の要望を満たす
とともに文化水準の向上に寄与すること」および「わが国の過去のすぐれた文化の保存並びに新たな文化の育成及び普及に役立つよう
にすること」を期待している。

３ 放送全体の社会的機能の発揮を期待するうえでの論点

放送の社会的機能を立法論として問題にする場合 前記のような具体的機能およびその担い手あるいはその経営主体の性格づけ等放送の社会的機能を立法論として問題にする場合、前記のような具体的機能およびその担い手あるいはその経営主体の性格づけ等
については、個々のテーマで問題とすべきであると考える。いまここで総論的に放送全体の社会的機能はいかなる観点から議論される
べきであるかにつき考察するに、

（１）放送はマス・コミュニケーションの一形態として、他のマス・メディアと同様に、ア 大衆性と量産性、イ 間接性と非人格性（face-to-
face communicationに非ざること）を備えていることはいうまでもないが、他のマス・メディア一般と相違するところは、電波という特殊な媒体
を利用するものであるから ア 有限性であり 独占性が強く イ 伝達手段として即時性 同時性に富み ウ 受ける者の立場からいつを利用するものであるから、ア 有限性であり、独占性が強く、イ 伝達手段として即時性、同時性に富み、ウ 受ける者の立場からいつ
でも受動性、浸透性がきわめて強いものであるということである。

（２）放送はこのような特殊性を有するマス・メディアであるにもかかわらず、法的規制のうえでは、たとえば、その媒体として電波を利用す
るものであることから、免許関係についてはすべて、一般の通信を目的とする無線局と同一の範ちゅうにおいて電波法の規制を受けてい
るところに、まず、問題点の第１を指摘しうると考える。そのため、とかく物理的な規制の面が強く表面に打ち出されているきらいがあるとい
うことができよう。前記のように放送のもつ特殊性にかんがみ、その社会的機能の発揮を期待するためには、さらに公共性、独占性の観う う。前記 う 放 特殊性 、 社会的機能 揮 期待す 、 性、独占性 観
点から種々の法的な配慮が検討されなければならないと考える。
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検討会等 内 容

「 メデ ア ２ 放送に期待される役割

放送の機能・役割に関するこれまでの議論②－１

「ニューメディア
時代における放
送に関する懇談
会」
報告書
（昭和62年4月）

２ 放送に期待される役割
放送は、これまで、その時々の政治・経済・社会の動き、国際情勢、文化、風俗等を、敏感に映し出しつつ、国民一人一人が、幅広い視野

に立って合理的に行動し、健康で文化的な生活を確保していく上で必要不可欠な情報（基幹的情報）を経済的・効率的かつ多角的に提供す
ることにより、それぞれの時代における世論の形成に大きな影響を与えるとともに、人々の生活に潤いと安らぎ、目標と充実感を与え、生活に
活力を生じさせてきた。また、放送は都市型の生活様式を全国的に普及させるとともに、流行語、ファッションを生み出す等により、多彩な文化、
風俗を創造してきた。さらに、放送は優れた広告媒体として、大量生産、大量販売を可能とする大衆消費社会をリードすることにより、戦後、日

（昭和62年4月）
風俗 創 。 、放 優 告媒体 、 産、 販売 能 す 衆消費社会 す 、戦後、
本経済の発展に貢献してきた。

（略）
放送が本来的に有する優れた社会的文化的影響力・機能は今後とも発揮されていく必要があるが、一方、その足らざる所は改善向上が図

られなければならず、これら二つの面からの政策的なアプローチが必要である。こうした観点に立って検討した場合、前記１で述べた放送を取
り巻く環境変化の動向の中で、今後、上記のことに加えて、次のような点が放送の役割として期待されていくと考えられる。

（１）健全な言論報道市場の維持・発展への貢献
民主主義のもとにおける放送制度の基本は、「表現の自由」に基づく自由な言論報道活動（放送の自由）の保障である。この「放送の自由」

は基本的には二つの要素から構成されている。一つは、放送メディアを自らの意思の表現のための手段として用いる自由であり、換言すれば、
国民が放送メディアの送り手となる自由である。

もう一つは、放送メディアが果たす社会的な役割を享受することができる自由であり、換言すれば、主権者たる国民が社会内に生起する
様々な事象を受け手として知る自由である。

これらの送り手側及び受け手側の自由が最大限に保障され、放送が、新聞等と並ぶ代表的なマス・メディアとして、電波の有限希少性や
CATVに見られる地域的自然独占性といった制約はあるが、可能な限り多数の送り手から発せられる可能な限り多様な情報を国民に伝達させ
ることにより、主権者たる国民が民主主義を維持し、発展させるための適切な行動を選択していくことができるようにすることが期待される。

（２）情報の地域間格差の是正
情報の地域間格差の是正は、大都市地域に集中している文化、教育、商業（取引、決済等）機能等の効用を全国各地においても等しく享受

できるようにすることにより、地方の人々の情報ニーズに応えるほか、地域社会の生活環境の改善と活性化に貢献するものであり、今後、地域
の高度情報化を促進し、分散型社会の形成、国土の均衡ある発展を実現していく上で重要な課題の一つとなっている。

こうした中で、優れた情報提供機能を持つ放送は、大都市地域とそれ以外の地域との間における様々な面での情報享受の不均衡を是正す
る上で極めて有効な手段となり得るものであるので、その全国的な普及格差の是正を早期に達成していくことが必要である。

（３）国民の情報ニーズの多様化・高度化に応じた各種専門情報等の提供
近年、国民の価値観・生活様式の多様化・個性化の急速な発展が、社会の様々な面で変化をもたらしつつある。こうした状況の変化等に伴

い、放送の分野においても、個々人の関心や趣味に対応したニュース、音楽、スポーツ、演劇、教育等のジャンル別専門番組の充実、各世代
のニーズに応じた放送番組あるいは様々な地位向け放送番組の充実など多種多様な情報ニーズが高まってきている。また、芸術・文化への
関心の高まり、より豊かで安らぎのある生活空間の創造への関心の高まり等から、画質・音質の向上に対するニーズが高まってきているほか、
視聴した 番組 必要な情報などを 視聴した 時 必要な時 自由に視聴できるサ ビ すなわち 情報 随時性 選択性に対する ズ視聴したい番組・必要な情報などを、視聴したい時、必要な時、自由に視聴できるサービス、すなわち、情報の随時性・選択性に対するニーズ
が高まってきている。

放送が、このような社会的要請に的確に応えていくことは、国民の生活様式、価値観が多様化・個性化しつつある中で、国民一人一人の生
活をより充実したものとするとともに、各人の潜在的能力を様々な分野で顕在化させ、新たな文化を創造していく上で、また、高齢化社会を迎
える我が国において活力ある経済社会を維持して行く上で重要である。
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「ニューメディア
時代における放

（４）新たな文化の創造及び普及等
今後、

ア)放送による基幹的情報 層 充実及び国民 知的関心 欲求 高度化 多様化に対応した各種専門情報 充実

放送の機能・役割に関するこれまでの議論②－２

送に関する懇談
会」
報告書
（昭和62年4月）

ア)放送による基幹的情報の一層の充実及び国民の知的関心・欲求の高度化・多様化に対応した各種専門情報の充実、
イ）国際間、全国、都道府県、地域コミュニティー等の各地域レベルで、及びそれら相互間で、人・物・情報の交流が増大し、その相互依存関

係が強まることに対応した、これらの地域内・相互間での放送番組の交流、
が可能となる体制を実現していくことは、国民一人一人の文化的創造活動の場を広げ、様々な面において、日本文化の質的向上をもたらすと
ともに、地域社会特有の伝統や文化を維持発展させ、さらには、世界各国の文化的交流の促進による国際性に富んだ文化の創造に寄与す
るものと考えられる こうした形で 今後 放送の進展が 我が国における多層的な文化の新たなる創造の構築に貢献することが期待されるるものと考えられる。こうした形で、今後、放送の進展が、我が国における多層的な文化の新たなる創造の構築に貢献することが期待される。

また、放送の提供する番組は、それぞれの時代に固有の社会的経済的動向、文化、風俗等を記録した文化財として歴史的意義を有するほ
か、時代を超えた異文化の交流による新たな文化の創造の契機ともなり得る。

（５）国際相互理解、文化交流の促進
我が国の社会、経済の発展、拡大とともに、国際的相互依存関係が深まっており、他方、経済摩擦問題等の国際的問題の発生も見られる。

こうした中で、国際的相互理解の促進、協力体制の確立が不可欠となっている。こうした中で、国際的相互理解の促進、協力体制の確立が不可欠となっている。
しかしながら、国際的情報交流の実態は、

ア 我が国を中心とした情報の流出入の現状は、パーソナル系メディア（国際電気通信（国際電話、国際テレックス、国際電報等）、外国郵便）
では、ほぼ、流入・流出が均衡しているが、広く様々な国々の文化、社会等の国際的な相互理解を個々人に至るまでのレベルまで深める上
で重要な役割を果たすマス・メディア（国際テレビジョン伝送、外電通信、映画、レコード、雑誌等）については、我が国の大幅な輸入超過と
なっており、また、流入・流出先も欧米にかたよっている。

イ 日本製のテレビ番組の輸出は近年、増加しつつあるとはいえ、翻訳コスト等の障害のため、量的にも質的にも、欧米に比較して十分では
なく、我が国の文化や社会、経済等の実情の海外への紹介という面での効果はあまり多くを期待しえないのが実情となっている。

等、諸外国の我が国に対する正しい理解、認識を得ていく上で必ずしも十分とはいえない状況にある。
このため、今後、我が国をめぐる国際相互依存関係が一層深まる中で、短波による国際放送の充実強化はもとより、リアリティーに富んだ表

現力、情報伝達能力を有する映像・音響メディア等による情報発信機能、交流機能を格段に充実させることが強く要請されており、こうした面
における放送の役割に対する期待が高ま ている また その交流先も欧米に偏することなく アジア世界との情報交流の活発化を含めた全における放送の役割に対する期待が高まっている。また、その交流先も欧米に偏することなく、アジア世界との情報交流の活発化を含めた全
世界的レベルでの情報交流体制の強化を図っていく必要性が指摘されているところである。

なお、現在行われている外国放送事業者との放送番組の共同制作についても一層の活発化が期待されている。

（６）活力ある社会の構築
今後、①国際相互依存関係の一層の深まり、経済摩擦問題の深刻化、国内各レベル地域相互間の関係の緊密化等にみられる経済社会構

造の複雑化 ②人口構成の高年齢化 ③国民の価値観 生活様式の多様化・個性化等の環境条件の中で 国民一人一人が 日々の生活造の複雑化、②人口構成の高年齢化、③国民の価値観、生活様式の多様化・個性化等の環境条件の中で、国民 人 人が、日々の生活
に生きがいを感じつつ、主体的かつ活動的に過ごし、また、雇用の確保、生活水準の維持・向上等に不可欠な一定の持続的経済成長が達
成され、様々な分野での進歩・発達が促進される活力ある社会をいかに確保するかという点が我が国の重要な政策課題となっている。

こうした中で、放送は、
ア 国内的にも、国際的にも複雑化する経済社会の中で、国民や企業が幅広い視野と平衡感覚を維持しながら、政治面・経済面で合理的な

判断を行っていくうえで不可欠な様々な情報の充実判 行 様 情報
イ 国民の価値観、生活様式の垂直的・水平的な多様化・個性化の進展の中で、国民生活に潤いと安らぎ、充実感を与え、様々な分野での

創造的な活動の展開を可能とする各種専門情報の充実
ウ 内需拡大に不可欠な、消費構造の個性化・多様化に対応したきめ細かい商品情報を提供する優れた広告媒体としての機能の発揮
エ 放送ニューメディアの普及・発展及びそれに伴う関連産業の発展による内需拡大効果、雇用創出効果等の発揮
等を通じて、今後における活力ある経済社会の構築に貢献することが期待される。 30



現行の放送関連４法の目的規定

放送法 電気通信役務利用放送法 有線テレビジョン放送法 有線ラジオ放送業務の運用
（昭和25年第132号） （平成13年第85号） （昭和47年第114号） の規正に関する法律

（昭和26年第135号）

対象
地上放送 有線放送（テレビジョン放送）衛星放送 有線放送（ラジオ放送）

目的 この法律は、 この法律は、 この法律は、 この法律は、

左に掲げる原則に従つて、放
送を公共の福祉に適合するよう
に規律し、

電気通信役務利用放送の業
務の運営を適正なものとする
ことにより、

有線テレビジョン放送の
施設の設置及び業務の運営
を適正ならしめることによ

有線ラジオ放送の業務の
運用を規正することによつ
て、に規律し、 ことにより、 を適正ならしめることによ

つて、
て、

一 放送が国民に最大限に普及
されて、その効用をもたらす
ことを保障すること。

二 放送の不偏不党、真実及び
自律を保障することによつて、
放送による表現の自由を確保
すること。

三 放送に携わる者の職責を明三 放送に携わる者の職責を明
らかにすることによつて、放
送が健全な民主主義の発達に
資するようにすること。

電気通信役務利用放送の受 有線テレビジョン放送の
信者の利益を保護するととも
に、

受信者の利益を保護すると
ともに、

その健全な発達を図ることを
目的とする。

電気通信役務利用放送の健
全な発達を図り、

有線テレビジョン放送の
健全な発達を図り、

もって公共の福祉の増進に
資することを目的とする。

もつて公共の福祉の増進
に資することを目的とする。

公共の福祉を確保するこ
とを目的とする。
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放送メディア別の現行規律の概要

放送法 役務放送法 有テレ放送法 有ラ放送法

地上放送 受委託放送 衛星役務放送 有線役務放送 有テレ放送 有ラ放送地上放送 受委託放送 衛星役務放送 有線役務放送 有テレ放送 有ラ放送

確
保
の
た
め

周波数
の割当

て

周波数
割当計画

－ － －
「無線通信の態様－無線局の目的」を、「放

送－放送用」「放送衛星－放送用」のように、
放送用と明記

「無線通信の態様－
無線局の目的」を、「放
送衛星－電通業務用」
及び「固定衛星－電通
業務用」のように、電気め

の
規
律

放送普及
基本計画

なし － － －

放送の業務を行う
者と放送施設設置

」 、 気
通信と放送を併記

「計画的普及・健全発達のための基本的事項」
「種別」「放送対象地域」「数の目標」等を規定

一致のみ可 分離のみ可 一致・分離とも可分離
（ ﾘ ）

一致
（ 部 ﾘ

事
業
形
態

者と放送施設設置
者との関係

参入
手続

放送番組
の編集者

放送施設
設置者

無線局免許

認定 登録 届出届出届出

許可
無線局免許 （電気通信事業者） （自営・電気通信事業者）

（CHﾘｰｽ）（一部CHﾘｰｽ
も可）

設置者

番組規律

すべて適用
ただし、
・ラジオは調和原則、字幕等を緩和
・特別の事業計画は調和原則を緩和

一部（調和原則、災害放送）を緩和

一部（調和原則、災害放
送 番組保存等）を緩和

（調和原則、災害放送）

番組保存、教育課程準拠、広告識別、学校広告、協定

無線局免許 （電気通信事業者） 気

表現の自由享有基準
なし

あまねく受信 衛星であり無関係 衛星であり無関係 なし なし

・臨時、専門的放送は番審等を緩和 送、番組保存等）を緩和
準則・訂正・候補者

あり （行政区画での業務区

あり あり あり 地上放送との間に
ついてあり

地上放送との間に
ついてあり

そ
の
他

あまねく受信 衛 無関係 衛 無関係

技術
基準

標準方式

サービス

あり （行政区画での業務区
域の設定・その範囲内
の提供義務）

電波法に基づく標準方式 役務法に基づく技術基準 有テレ法に基づく技術基準

（電気通信事業法に基づく設備規則） （同左）
他

設備

再送信 なし なし なし なし

電波法に基づく無線設備規則 有線電気通信法

義務再送信、再送信
の裁定

義務再送信の対象

裁定の対象
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現行の周波数割当計画・放送普及基本計画・放送用周波数使用計画の意義

計画の別 根拠 目的 記載事項 定める際の勘案事項計画の別 根拠 目的 記載事項 定める際の勘案事項

周波数割当計画 電波法第２６条 ・ 割り当てることが可能な
周波数の表であって、免許
の申請等に資するために
総務大臣が作成。

・ 割当てを受けることができ
る無線局の範囲を明らかに
するため、割り当てることが
可能である周波数ごとに、総務大臣が作成。 可能である周波数ごとに、

① 無線局の行う無線通信
の態様、

② 無線局の目的、

③ 周波数の使用に関する
条件条件、

等を記載する。

放送普及基本計画 放送法第２条の２ ・ 放送の計画的な普及及
び健全な発達を図るため
に総務大臣が定めるもの

・ 放送局の置局に関し、

①放送の計画的な普及及
び健全な発達を図るため

・ 放送用割当可能周波
数、放送に関する技術
の発達及び需要の動向に総務大臣が定めるもの

とされている計画。
び健全な発達を図るため
の基本的事項、

②放送の区分ごとの放送対
象地域、

③放送対象地域ごとの数の
目標

の発達及び需要の動向、
地域の自然的経済的社
会的文化的諸事情その
他の事情を勘案して定
める。

目標
を定める。

放送用周波数使用
計画

電波法第７条
第３項

・ 放送普及基本計画に定
める放送系の数の目標の
達成に資することとなるよ

① 放送をする無線局に使用
させることのできる周波数

②その周波数の使用に関し

・ 周波数割当計画に示さ
れる割り当てることが可
能である周波数のうち達成に資することとなるよ

うに総務大臣が定める計
画。

②その周波数の使用に関し
必要な事項

を定める。

能である周波数のうち、
放送をする無線局に係
るものの範囲内で、混信
の防止その他電波の公
平かつ能率的な利用を
確保するために必要な
事項を勘案して定める。
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現行の周波数割当計画・放送普及基本計画・放送用周波数使用計画の関係

周波数割当計画
・「放送用割当可能周波数」の確定 放送普及基本計画

放送用周波数使用計画
・放送用の周波数の使用形態の確定放送用割当可能周波数

放送普及基本計画の達

放送用割当可能周波数
の範囲内で定める

放送普及基本計画
・放送対象地域、放送系の数の目標の確定

放送用割当可能周波数
等を勘案して定める 放送普及基本計画の達

成に資するように定める

周波数割当計画 放送普及基本計画 放送用周波数使用計画
（周波数帯） （無線局の目的） （放送の種類） （放送対象地域・放送系）

526‐1606kHz 放送用
中波放送用の周波数等

中波放送 県域中心 複数中波放送 県域中心 複数

5900‐6200kHz、7200‐7450kHz、
9500‐9900kHz、11600‐12100kHz、
13570‐13870kHz、15100‐15800kHz、
17550‐17900kHz、21450‐21850kHz、
25670‐26100kHz

放送用

短波放送用の周波数等

3900kHz‐3950kHz
放送用、

公共業務用 等

9400‐9500kHz、17480‐17550kHz、
18900‐19020kHz

放送用

短波放送 全国 １

国際放送 国際中継放送 別に定める地域 １国際放送、国際中継放送 別に定める地域 １

76‐90MHz 放送用
超短波放送用の周波数等

超短波放送 県域中心 複数

90‐108MHz、205‐222MHz 放送用
（未定）

マルチメディア放送 （未定）

放送用
470‐710MHz

放送用
公共業務用
放送事業用 地上デジタルテレビ放送用の周波数

地上デジタルテレビ放送 県域中心 複数

11.7‐12.2G 放送用

放送用（二次利用）
12.2‐12.5G 公共業務用

電気通信業務用 等
特別衛星放送用の周波数

12.5‐12.75G
放送用

公共業務用
電気通信業務用

特別衛星放送 全国 複数特別衛星放送 全国 複数

一般衛星放送 （詳細定めず） 一般衛星放送用の周波数
（124/8度衛星による役務利
用放送等）

その他の周波数帯 放送用以外

注１ 資料は、平成２３年７月以降の状況を簡略化したもの。
注２ 周波数割当計画の「～用」は無線局の目的を指し、「放送用」のみとされている周波数帯を濃い青と、「放送用」に加えてそれ以外も記載されている周波数帯を薄い青としている。
注３ 資料はすべての放送について記載しているものではない。
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放送普及基本計画の概要

放送普及基本計画の対象である放送 放送普及基本計画の対象外の
放送・有線放送

ＨＤを含むテレビジョン放送

ＮＨＫ総合 関東・中京・近畿・
その他の県域

各地域１

【特別衛星放送】（110度BS・CS放送）

テレビジョン放送

ＮＨＫ難視 全国 １

【地上放送】 【衛星放送】
放送 有線放送

ＮＨＫ教育 全国 １

学園 関東広域 １

民放 関東・中京・近畿
＋県域

地域により
１～６

ＮＨＫ総合 全国 ２

学園 全国 １

民放（特定標準テレビ） 全国 ７

民放（特定標準テレビ以
外）

全国 ４３～６５程度

中波放送

総合ＮＨＫ 関東・中京・近畿・
その他の県域

各地域１

ＮＨＫ教育 全国 １

外）

超短波放送

学園 全国 １

【一般衛星放送】（124/128度CS放送等）

【衛星役務利用放送】

【一般衛星放送】（124/128度CS放送等）

民放 県域 地域により
１～４

短波放送

民放 全国 １

【 般衛星放送】（124/128度CS放送等）

－ － －

【 般衛星放送】（124/128度CS放送等）

－ － －
移行中

民放 全国 １

超短波放送

ＮＨＫ総合 県域 各地域１

学園 関東広域 １ 【テレビジョン放送】

【有線放送・有線役務利用放送】

民放 関東・中京・近畿
＋県域

地域により１
or２

外国語 東京都特別区等 各地域１

ｺﾐｭﾆﾃｨ ｺﾐｭﾆﾃｨの特性発揮 個別措置

【テレビジョン放送】

－ － －

【ラジオ放送】

－ － －

注１ 資料は、平成２３年７月以降の状況を簡略化したもの。
注２ 各表は左から放送主体、放送対象地域、放送系（又は放送番組）の数を示す。 35



現行の放送メディア別の事業形態の規律

チ ネ リ 制
地上放送

衛星放送
（受委託放送）

役務利用放送 有線テレビジョン放送
チャンネルリース制
度を利用した有線テ

レビジョン放送

事業形態 一致 分離 分離 一致 分離事業形態 一致 分離 分離 一致 分離

放送番組
の編集

【放送法】
・委託放送業務を行お
うとする者

↓

【役務利用放送法】
・電気通信役務利用放
送を行おうとする者

↓

【有線テレ法】
・有線テレビジョン放
送の業務を行う者

↓↓
・認定

↓
登録

↓
・届出

放送施設
の設置

【電波法】
・放送局を開設しよう
とする者

↓

【電波法】
・受託放送をする放送
局を開設しようとする者

↓

－
（電気通信事業者等）

・有線テレビジョン放
送施設を設置し、当
該施設により有線テレ
ビジョン放送の業務を

－
（有線テレビジョン放
送施設設置者）

↓
・無線局免許

↓
・無線局免許

放送 業務を
行おうとする者

↓
・許可
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現行の番組規律の概要
規律の種類

（放送法での条項）

条文の概要 放送 委託放送 役務放送 有線テレビ
テレビ ラジオ

放送番組編集の自由（§３） 放送番組は、法律に定める権限に基く場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることが
○ ○ ○ ○ ○放送番 編集 §

ない。
○ ○ ○ ○ ○

番組準則
(§3の2Ⅰ)

公安・善良風俗 公安及び善良な風俗を害しないこと。 ○ ○ ○ ○ ○
政治的公平 政治的に公平であること。 ○ ○ ○ ○ ○

事実の報道 報道は事実をまげないですること。 ○ ○ ○ ○ ○

論点の多角性 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。 ○ ○ ○ ○ ○
調和原則
（§３の２Ⅱ） 放送事業者は、テレビジョン放送による国内放送の放送番組の編集に当たつては、特別な事業計画

によるものを除くほか 教養番組又は教育番組並びに報道番組及び娯楽番組を設け 放送番組の相
○

・例外：特別な事業
×

（ＮＨＫのラジオは適
○

× ×によるものを除くほか、教養番組又は教育番組並びに報道番組及び娯楽番組を設け、放送番組の相
互の間の調和を保つようにしなければならない。

・例外：特別な事業
計画による放送

（ＮＨＫのラジオは適
用）

・例外：同左
× ×

教育番組の教育課程基準準
拠（§３の２Ⅲ）

放送事業者は、国内放送の教育番組の編集及び放送に当たつては、（略）、その放送の計画及び内
容をあらかじめ公衆が知ることができるようにしなければならない。この場合において、当該番組が学
校向けのものであるときは、その内容が学校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠する
ようにしなければならない。

○ ○ ○ ○ ×

字幕・解説番組の努力義務
（§３の２Ⅳ）

テレビジョン放送による国内放送の放送番組の編集に当たつては、（略）視覚障害者に対して説明す
るための音声その他の音響を聴くことができる放送番組及び（略）聴覚障害者に対して説明するため ○ × ○ ○ ○（§３の２Ⅳ） るための音声その他の音響を聴くことができる放送番組及び（略）聴覚障害者に対して説明するため
の文字又は図形を見ることができる放送番組をできる限り多く設けるようにしなければならない。

○ × ○ ○ ○

番組基準の制定
（§３の３）

放送事業者は、放送番組の種別及び放送の対象とする者に応じて放送番組の編集の基準（以下
「番組基準」という。）を定め、これに従つて放送番組の編集をしなければならない。

○
・例外：省令で定める
放送、臨時の放送

○
・例外：同左

○
・例外：同左

○ ○

放送番組審議機関の設置
等（§３の４） 放送事業者は、放送番組の適正を図るため、放送番組審議機関を置くものとする。

○
・例外：省令で定め
る放送、臨時の放送

○
・例外：同左

○
・例外：同左

○ ○

訂正放送 取消放送制度 放送事業者が真実でない事項の放送をしたという理由によつて その放送により権利の侵害を受け訂正放送・取消放送制度
（§４）

放送事業者が真実でない事項の放送をしたという理由によつて、その放送により権利の侵害を受け
た本人又はその直接関係人から、放送のあつた日から三箇月以内に請求があつたときは、放送事業
者は、遅滞なくその放送をした事項が真実でないかどうかを調査して、その真実でないことが判明した
ときは、判明した日から二日以内に、その放送をした放送設備と同等の放送設備により、相当の方法
で、訂正又は取消しの放送をしなければならない。

○ ○ ○ ○ ○

放送番組の保存義務
（§５） 放送事業者は、当該放送番組の放送後三箇月間（略）放送番組を保存しなければならない。 ○ ○ ○ ○ ×

再放送（再放送同意） 放送事業者は、他の放送事業者（略）又は電気通信役務利用放送事業者（略）の同意を得なけれ
○ ○ ○ ○ ○

再放送（再放送同意）
（§６）

放送事業者は、他の放送事業者（略）又は電気通信役務利用放送事業者（略）の同意を得なけれ
ば、その放送（略）又は電気通信役務利用放送（略）を受信し、これらを再放送してはならない。

○ ○ ○ ○ ○

災害放送
（§６の２） 放送事業者は、国内放送を行うに当たり、暴風、豪雨、洪水、地震、大規模な火事その他による災害

が発生し、又は発生するおそれがある場合には、その発生を予防し、又はその被害を軽減するために
役立つ放送をするようにしなければならない。

○ ○ ○ × ×

広告放送の識別のための措
置義務 （§５１の２）

一般放送事業者は、対価を得て広告放送を行う場合には、その放送を受信する者がその放送が広
告放送であることを明らかに識別することができるようにしなければならない。

○ ○ ○ ○ ×置義務 （§５１の２） 告放送であることを明らかに識別することができるようにしなければならない。

候補者放送（同等条件の放送
義務）（§５２）

一般放送事業者が（略）公選による公職の候補者に政見放送その他選挙運動に関する放送をさせ
た場合において、その選挙における他の候補者の請求があつたときは、料金を徴収するとしないとに
かかわらず、同等の条件で放送をさせなければならない。

○ ○ ○ ○ ○

学校向け放送における広告
の制限（§５２の２）

一般放送事業者は、学校向けの教育番組の放送を行う場合には、その放送番組に学校教育の妨げ
になると認められる広告を含めてはならない。

○ ○ ○ ○ ×

放送番組の供給に関する協
定の制限（§５２の３）

一般放送事業者は、特定の者からのみ放送番組の供給を受けることとなる条項を含む放送番組の
供給に関する協定を締結してはならない

○ ○ ○ ○ ×定の制限（§５２の３） 供給に関する協定を締結してはならない。

受託内外放送の番組編集
（§５２の２７）

委託放送事業者は、受託内外放送の放送番組の編集に当たつては、（略）当該受託内外放送の放
送対象地域である外国の地域の自然的経済的社会的文化的諸事情をできる限り考慮しなければなら
ない。

× × ○ ○ ×

注 有線ラジオ放送は、「放送番組編集の自由」「番組準則」「訂正放送・取消放送制度」「再送信」「候補者放送」のみを規律。
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番組調和原則について

○ テレビジョン放送による国内放送を行う放送事業者は、教養番組、教育番組、報道番組及び娯楽番組の調和を保つようにする必養

要がある。
⇒ 放送法

第３条の２ （略）

２ 放送事業者は、テレビジョン放送による国内放送の放送番組の編集に当たっては、特別な事業計画によるものを除くほか、教養番組又は教育番組

並びに報道番組及び娯楽番組を設け 放送番組の相互の調和を保つようにしなければならない並びに報道番組及び娯楽番組を設け、放送番組の相互の調和を保つようにしなければならない。

３・４ （略）

○ 番組調和原則に関しては、省令に基づき「教養番組」「教育番組」「報道番組」「娯楽番組」「広告放送」「その他」に分類し、その放送

時間・割合を確認することとされているが、個別の放送番組がどの類型に分類されるかについては、放送事業者が判断している。

報道 教育 教養 娯楽 広告 その他

放送時間 ○時間○分 △時間△分 ×時間×分 □時間□分 ◇時間◇分 ▽時間▽分放送時間 ○時間○分 △時間△分 ×時間×分 □時間□分 ◇時間◇分 ▽時間▽分

比率 ○％ △％ ×％ □％ ◇％ ▽％

備考

放送事業者が、いわゆるショッピング番組を「教養」「娯楽」「そ
の他」に分類している事例がある。
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「放送局に係る表現の自由享有基準」（マスメディア集中排除原則）等の概要

「表現の自由享有基準」とは、放送による表現の自由ができるだけ多くの者によって享有されるように、
① 地上放送について、原則として一の者が二以上の地上放送事業者を支配できないこと、① 地上放送について、原則として の者が二以上の地上放送事業者を支配できないこと、
② 衛星放送について、一の者が一定のトランスポンダの数に係る放送事業者を支配できないこと、
③ 有線放送について、業務区分が重複する地上放送事業者等が有線テレビジョン放送を行う事業者を支配できないこと、
とする原則。

参入先 特別衛星放送参入先

参入主体（注２）

地上放送
特別衛星放送

一般衛星放送
（124/8度CS）

有線役務利用放送 有テレ放送
ＢＳ 110度ＣＳ

地上放送事業者等 ×（注３）

×
（業務区域が重複する

×
（ 定の場合は可能）

２トラポン

まで

１２トラポン
まで

×（注４）（注５）（注 ） （業務区域が重複する
場合が不可）

（一定の場合は可能）

特別衛星
放送

ＢＳ ×（注３） なし ×
（一定の場合は可能）

なし ×

まで（注５） まで
（注４）（注５）

110度ＣＳ
なし ×

（一定の場合は可能）

一般衛星放送（124/8
度ＣＳ）事業者等

なし ×
（一定の場合は可能）

１事業者
２４トラポン

有線役務利用放送
事業者等

なし なし

有テレ事業者等 なし なし

４トラポンまで１事業者
まで（注３）

まで

放送事業者等以外
なし なし

注１ 資料は、平成２３年７月以降の状況を簡略化したもの。
注２ 放送事業者「等」とは、放送事業者の議決権の1/10超を有する者又は放送事業者がその議決権の1/10超を有する者等をいう。注２ 放送事業者 等」とは、放送事業者の議決権の1/10超を有する者又は放送事業者がその議決権の1/10超を有する者等をいう。
注３ 二事業者目以降については、放送対象地域が重複する場合1/10超、重複しない場合1/5以上の議決権を保有することができない。ただし、認定放送持株会社制度による場合

は別に基準があり、それによらない場合であっても、同一放送対象地域におけるテレビジョン放送とラジオ放送の兼営等の例外がある。
注４ ２分の１以下の議決権を保有することが認められている。また、認定放送持株会社制度を活用することにより、０．５トランスポンダのみ支配することが認められている。
注５ 地上放送と特別衛星放送の兼営等については、原則として認められておらず、例外的に、事業の円滑な立ち上がりの支援等の観点から、ＢＳ放送・110度ＣＳ放送それぞれにつ

いて、事業の立ち上がりの時期に一定の特例が認められた経緯があるところ、いずれ適切な時期にこれらの特例の評価を総括し、将来的に特別衛星放送全体として統一的な基準
へと以降していくことが望ましいと考えられる。
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平成１９年の放送法の一部改正により、放送を取り巻く経営環境が大きく変化する中、放送持株会社によるグループ経営を新たな経営
の選択肢として加え 経営基盤を強化する観点から 放送事業者が認定放送持株会社を設立して 他の放送局を子会社化することがで

現行の「認定放送持株会社」制度の概要

の選択肢として加え、経営基盤を強化する観点から、放送事業者が認定放送持株会社を設立して、他の放送局を子会社化することがで
きるようになった。 （放送法第５２条の３０）

なお、子会社化できる局数については、表現の自由享有基準において特例を設けて規定。 （電波法第７条第２項第４号及び放送法第５２条
の３３関連）

● 認定放送持株会社とその子会社との関係では、放送局に係る表現の自由享有基準の適用を緩和し、認定放送持株会社の子会社で
ある地上放送事業者の放送対象地域の数の合計が１２以下であれば、子会社は放送局を開設できる （その子会社が他の放送事業者
を支配すること等は緩和しない。）。

● 「特例的緩和措置」については 認定放送持株会社制度の趣旨に抵触等するものを除き 原則適用する● 「特例的緩和措置」については、認定放送持株会社制度の趣旨に抵触等するものを除き、原則適用する。

＜例＞

① ラテ兼営の特例、ローカル局の合併・支配の緩和特例（例：九州各県の７局は合併可等）により、持株会社の子会社相互間の合併等を認める。

② 平成１５年に定められた経営破綻の場合の特例は適用しない。

認定放送持株会社認定放送持株会社
●● １２局を上限とする１２局を上限とする（キー局等の「広域局」は都府県数で計算（関東７、近畿６、

中京３））

地上局

※ この数の範囲内であっても、放送対象地域が重なる複数局を子会社とすること

「数」の上限「数」の上限
＜子会社＞

特別衛星放送業務

※ この数の範囲内であっても、放送対象地域が重なる複数局を子会社とすること
は原則として不可。

※ 「ラジオ・テレビ兼営」の場合には、「１社２免許」「２社が各１免許」のい
ずれの場合も「１局」とカウントする。

Ａ県 Ｂ県

Ａ局Ａ局 Ｂ局Ｂ局 ａ局ａ局
地上局 地上局

・・・

特別衛星放送業務

●● 地上局と別カウントとし、ＢＳ局は０．５トラポンまで、１１０度ＣＳ局は２トラポン地上局と別カウントとし、ＢＳ局は０．５トラポンまで、１１０度ＣＳ局は２トラポンまでまで
とするとする。。

一般衛星放送業務

Ｌ県

ＬＬ局局
地上局

ｚ局ｚ局

衛星放送の局 ●● 地上局と別カウントとし、地上局と別カウントとし、１２トラポンまでとする。１２トラポンまでとする。

原則として、放送対象地域が異なる子会社のみを許容 40



地上放送の表現の自由享有基準について

平成19年改正前 平成19年改正後（現在の法形式）

○ 法形式

【概要】

○ 第７条第２項第４号に基づき定める省令（放送局の開設の根本
的基準）の中で表現の自由享有基準を規定。

○ 改正後の第７条第２項第４号に表現の自由享有基準の根拠を
法定。省令も放送局の開設の根本的基準から独立して規定。

【法律の規定】（電波法第７条）【法律の規定】（電波法第７条）

２ 総務大臣は、前条第二項の申請書を受理したときは、遅滞なくそ
の申請が次の各号に適合しているかどうかを審査しなければなら
ない。

２ （同左）

一 工事設計が第三章に定める技術基準に適合すること 一 （同左）一 工事設計が第三章に定める技術基準に適合すること。 一 （同左）

二 （略）周波数の割当が可能であること。 二 （同左）

三 当該業務を維持するに足りる財政的基礎があること。 三 （同左）

四 総務省令で定める放送による表現の自由享有基準（放送をす四 総務省令で定める放送による表現の自由享有基準（放送をす
ることができる機会をできるだけ多くの者に対し確保することによ
り、放送による表現の自由ができるだけ多くの者によって享有さ
れるようにするため、申請者に関し必要な事項を定める基準をい
う。）に合致すること。

四 前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める放送をする無
線局の開設の根本的基準に合致すること。

五 前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める放送をする無
線局の開設の根本的基準に合致すること。

○ 見直しの議論

【平成１９年の放送法改正の参議院の付帯決議】【平成１９年の放送法改正の参議院の付帯決議】

政府及び日本放送協会は、本法施行に当たり、次の事項の実現に努めるべきである。

一、～四、 （略）

五、認定放送持株会社制度の導入に伴うマスメディア集中排除原則の緩和については、同原則が放送の多様性・多元性の確保に大きな役割を果たし
てきたことにかんがみ、同制度の運用に当たっては、マスメディア集中排除原則の趣旨が損なわれることがないよう十分に配慮するとともに、地方のてきたことにかんがみ、同制度の運用に当たっては、マスメディア集中排除原則の趣旨が損なわれることがないよう十分に配慮するとともに、地方の
独自性が確保され、地方からの情報発信の強化に資するものとなるよう留意すること。また、複数の情報メディアを支配することにより、表現の多様性
が損なわれることがないよう、マスメディア集中排除原則については、今後の通信と放送に関する法体系において、総合的な検討を行うこと。

六、七、 （略）

右決議する。 41



マスメディア集中排除原則については、周波数の希少性、社会的影響力を中心に、多メディア化・多チャンネル化の進展などのメディマスメディア集中排除原則については、周波数の希少性、社会的影響力を中心に、多メディア化・多チャンネル化の進展などのメディ
ア環境の変化を踏まえつつ 見直しをしてきているア環境の変化を踏まえつつ 見直しをしてきている

表現の自由享有基準の改正経緯

地
上

◎放送局の開設の根本的基準
（省令）に集中排除規定を創設

S63年9月

・ 放送対象地域が重複しない場合の支配
の基準を議決権の1/5以上に緩和

H7年3月

・ 隣接７地域内の連携について、支配の基準を
議決権の1/3以上に緩和

H16年3月

ア環境の変化を踏まえつつ、見直しをしてきているア環境の変化を踏まえつつ、見直しをしてきている

◎ 放送局の開設の根本的基準第９条を独立さ
せ 放送局に係る表現の自由享有基準を創設

H20年４月

上
波

・ 支配の基準は議決権の/10超、
役員の1/5以上、代表権を有す
る役員・常勤役員の兼職

・ テレビと中波との兼営は可能

議決準を議決権 以 緩和

◎コミュニティ放送開始

・ 同一市町村内における複数支配を可能

H4年1月 ・ 放送対象地域のすべてが、そのうちいずれか
1つの放送対象地域に隣接している場合等に

ついて、議決権保有制限等の適用除外（合併
まで可能）

せ、放送局に係る表現の自由享有基準を創設

・ テレビと超短波との兼営は可能

◎放送局に係る表現の自由享有基準の認定放
送持株会社に関する特例（省令）を創設

・ 認定放送持株会社の子会社である地上放送
事業者の放送対象地域の数の合計が１２以下
であれば 子会社は放送局を開設可能

・ BSデジタル放送は原
則1/2中継器以内

・ BSデジタル放送は地

上放送事業者等から
の支配の基準を議決

であれば、子会社は放送局を開設可能

・ 認定放送持株制度を活用するこ
とにより、地上放送事業者等が
1/2中継器以内で支配可能。

H20年４月
H10年6月

H15年6月 H21年2月

特別衛

BS放送

衛

権の1/2超に緩和

H12年9月

中継器以内 支配可能。

・原則４中継器以内

東経110度
CS放送

特別衛
星放送

H14年1月

星
・ 支配の基準を議決権の

1/3以上に緩和

・ 原則４中継器以内

・原則４中継器
以内

東経124/128度

受委託に
よる放送

一般衛
星放送

原則24中継器以内

H21年2月
・原則４中継器

以内
H10年3月

・ 原則12中継
器以内衛星役務

利用放送

東経124/128度
CS放送等

星放送
・原則24中継器以内

C

V

C
A
T
V

・ 地上放送事業者の放送対象地域と、当該登録に係る業務区域とが重複しないこと
・ 支配の基準は議決権の1/10超（ただし、役務事業者に対する支配の基準は議決権

の1/3以上）

H14年1月
有線役務
利用放送
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表現の自由享有基準におけるいわゆる三事業支配の禁止について

デデ ビビ○○ マスメディア集中排除原則の例外として、マスメディア集中排除原則の例外として、同一地域におけるテレビジョン放送局及び同一地域におけるテレビジョン放送局及び

ＡＭＡＭ//ＦＭラジオ放送局の兼営は可ＦＭラジオ放送局の兼営は可

○○ ただし、ただし、テレビジョン放送、ＡＭテレビジョン放送、ＡＭ//ＦＭラジオ放送、新聞の三事業支配は原則禁止ＦＭラジオ放送、新聞の三事業支配は原則禁止
○○ なおなお ニュ ス又は情報の独占的頒布を行うこととならない場合には可能ニュ ス又は情報の独占的頒布を行うこととならない場合には可能○○ なお、なお、ニュース又は情報の独占的頒布を行うこととならない場合には可能ニュース又は情報の独占的頒布を行うこととならない場合には可能

ＡＭＡＭ//ＦＭラジオ放送局とＦＭラジオ放送局と
テレビジ ン放送局 兼営 例テレビジ ン放送局 兼営 例

ＡＭＡＭ//ＦＭラジオ放送局とＦＭラジオ放送局と
テレビジ ン放送局 兼営 例テレビジ ン放送局 兼営 例

三事業支配の例三事業支配の例三事業支配の例三事業支配の例
テレビジョン放送局の兼営の例テレビジョン放送局の兼営の例テレビジョン放送局の兼営の例テレビジョン放送局の兼営の例

三事業支配の例三事業支配の例三事業支配の例三事業支配の例

同一地域におけるテレビジョン放送局及び同一地域におけるテレビジョン放送局及び 同一地域におけるテレビ・ＡＭ／ＦＭラジオ・同一地域におけるテレビ・ＡＭ／ＦＭラジオ・

ただし、ニュース又は情
報の独占的頒布を行うこ

Ｗ社Ｗ社

同 地域 おけるテ ジョン放送局及び同 地域 おけるテ ジョン放送局及び
ＡＭＡＭ/FM/FMラジオ放送局の兼営は可ラジオ放送局の兼営は可 新聞の三事業支配は原則禁止新聞の三事業支配は原則禁止

Ｚ社（新聞）
報の独占的頒布を行うこ
ととならない場合は○

地上放送事業者地上放送事業者地上放送事業者

○
地上放送事業者地上放送事業者

×１０％超 １０％超
１０％超 １０％超

地上放送事業者

Ａ県

地上放送事業者
Ｙ社（ＡＭ/ＦＭ）

地上放送事業者地上放送事業者
Ｘ社（テレビ）Ｘ社（テレビ）

地上放送事業者地上放送事業者
Ｘ社（テレビ）Ｘ社（テレビ）

Ｂ県

地上放送事業者
Ｙ社（ＡＭ/ＦＭ）

Ａ県において、テレビジョン放送局であるX社を支配してい
るW社は、ＡＭ/ＦＭラジオ放送局であるY社を支配できる。

Ｂ県において、テレビジョン放送局であるX社を支配しているＺ
新聞社は、ＡＭ/ＦＭラジオ放送局であるY社を支配できない
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義務再送信制度の概要

○ 有線テレビジョン放送施設者たる有線テレビジョン放送事業者に対し、総務大臣が指定した受信○ 有線テレビジョン放送施設者たる有線テレビジョン放送事業者に対し、総務大臣が指定した受信
障害区域において、当該区域の属する都道府県のテレビジョン放送等を受信し、そのすべての放
送番組に変更を加えないで同時にこれを再送信しなければならない。（有線テレビジョン放送法第
１３条第１項）

＜制度趣旨＞
地形等の自然的原因又は高層建築物等の人為的原因により難視聴となっている地域において、その難視聴の解消を図るため

には有線テレビジョン放送によることが有効な手段であることにかんがみ、総務大臣が指定した受信障害発生区域において、当該
区域内の有線テレビジョン放送施設者たる有線テレビジョン放送事業者に対し、いわゆる地元のすべてのテレビジョン放送の同時
再送信を行う義務を課し、受信者の利益保護を図ることとしたもの。

○ 通常の再送信とは異なり、義務再送信では放送事業者等の同意は不要。（有線テレビジョン放
送法第１３条第２項但し書）

○ 通常の再送信とは異なり、義務再送信の役務の料金その他の提供条件を定めた契約約款につ

再送信を行う義務を課し、受信者の利益保護を図ることとしたもの。

○ 通常の再送信とは異なり、義務再送信の役務の料金その他の提供条件を定めた契約約款に
いて、総務大臣の「認可」を受けなければならない。（有線テレビジョン放送法第１４条）

＜契約約款の認可の際の審査事項＞
①役務の料金が業務の能率的な運営の下における原価に照らし妥

当なものであること指定区域 当なものであること
②義務再送信の役務の提供のみについて契約を締結することがで
きること
③事業者及び受信者の責任に関する事項が適正かつ明確に定めら
れていること
④特定の者に対し 不当な差別的取扱いをするものでないこと

指定区域

④特定の者に対し、不当な差別的取扱いをするものでないこと

○ 義務再送信制度の発動要件たる「受信障害区域の指定」は、一度も為されたことがない。

○ 一方、義務再送信制度の存在が事業者の自律的な取組を促してきた面があるとの指摘もある。
（例： 区域内再送信の同意、視聴者が利用しやすい提供条件による「地上デジタル放送のみの再送信サービ

ス」の提供）
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裁定制度の概要

○ 有線テレビジョン放送事業者は、放送事業者又は電気通信役務利用放送事
業者の同意を得なければ、そのテレビジョン放送等を受信し、これらを再送信し
てはならない （有線テレビジョン放送法第１３条第２項）てはならない。（有線テレビジョン放送法第１３条第２項）

○ 有線テレビジョン放送事業者は、放送事業者等に対し、同意につき協議を求
めたが、その協議が調わず、又はその協議をすることができないときは、総務
大臣の裁定を申請することができる。（有線テレビジョン放送法第１３条第３項）

○ 総務大臣は、放送事業者等が再送信に係る同意をしないことにつき「正当な
理由」がある場合を除き 同意をすべき旨の裁定をするものとする （有線テレ理由」がある場合を除き、同意をすべき旨の裁定をするものとする。（有線テレ
ビジョン放送法第１３条第５項）

○ 裁定制度は、地上放送事業者から再送信同意が拒否される事例が増えてき
たことを踏まえ、従前のあっせん制度を廃止して、昭和６１年に導入されたもの。
過去に４回の裁定が行われている。

○ 総務省では、総務大臣の裁定における「正当な理由」の解釈等に関するガイ○ 総務省では、総務大臣の裁定における「正当な理由」の解釈等に関するガイ
ドラインを平成２０年に策定。現在、このガイドラインを活用して、区域外再送信
に関する当事者間の協議が多数進行中。
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○○ 概要概要

再送信ガイドラインについて

総務省では、平成２０年４月３０日、研究会の提言を踏まえ、再送信同意に係る事業者間の協議ルールと、同意裁定とはならない「正
当な理由」に関するガイドラインを策定。

○○ 主な内容主な内容

① 事業者間の協議ルール① 事業者間の協議ル ル

－ 協議の原則（放送法・有線テレビジョン放送法の目的を踏まえ、誠実に協議を行うこと等）を定めるとともに、協議の開始時期、協議に
おける説明事項等を規定。

② 同意裁定とはならない「正当な理由」の考え方② 裁定 」 考

－ 従来の５つの基準は、引き続き維持（下記に該当する場合は「同意」裁定とはならない。）。
① 意に反して、一部カットして放送される場合。
② 意に反して、異時再送信される場合。
③ 放送時間の開始前や終了後に、そのチャンネルで別の番組の有線放送を行い、放送事業者の放送番組か他の番組か混乱が生じ

場合る場合。
④ ケーブルテレビの施設が確実に設置できる見通しがない等、適格性に問題がある場合。
⑤ 受送信技術レベルが低く良質な再送信が期待できない場合。

－ 放送事業者の「放送の地域性に係る意図」に関する基準を追加。
・ 生活面・経済面の関連性が深い地域は 裁定では「同意」裁定 少なくとも 放送対象地域と隣接する市町村は「同意」裁定生活面 経済面の関連性が深い地域は、裁定では「同意」裁定。少なくとも、放送対象地域と隣接する市町村は「同意」裁定。
・ 逆に、国民の視点で一見明白に遠方にある地域は「同意」裁定とはならない。ただし、裁定によらずに民民間の協議が調えば、再送

信を行うことは可能。

－ 過去適法に同意が得られた再送信については、地域間の関連性が低い場合であっても、「受信者の利益」を適切に保護する観点か
ら、放送のデジタル化等メディア環境の変化を踏まえ、一定期間の経過措置。

－ 地元放送事業者の経営に与える影響、「地元同意」の有無等は、裁定に当たって考慮しないことを明記。

○○ ガイドライン施行後の取組ガイドライン施行後の取組○○ ガイドライン施行後の取組ガイドライン施行後の取組

・ 上記ガイドラインを活用し、当事者間の協議を促進。
・ 協議の進展状況の把握と再送信同意の適正化に資するため、平成２０年１２月末時点の同意状況を調査中。
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過去の裁定の概要

裁定に関する申請者 対象者裁定に関する申請者・対象者
経 緯申 請 者

（有線テレビジョン放送事業者）

対 象 者
（放送事業者）

昭和 年 月 日 中国電気通信監理局に裁定の申請

① 島根県のＣＡＴＶ１社
兵庫県の民放１社

（アナログ）

昭和62年 6月 3日：中国電気通信監理局に裁定の申請

7月20日：電気通信審議会有線放送部会に諮問、答申

7月21日：郵政大臣の裁定

平成 5年 2月23日 四国電気通信監理局に裁定の申請

② 高知県のＣＡＴＶ１社
岡山県・香川県の民放１社

（アナログ）

平成 5年 2月23日：四国電気通信監理局に裁定の申請

6月10日：電気通信審議会有線放送部会に諮問、答申

6月10日：郵政大臣の裁定

平成19年 3月23日：九州総合通信局に裁定の申請

③ 大分県のＣＡＴＶ４社
福岡県の民放４社

（デジタル）

平成19年 3月23日：九州総合通信局に裁定の申請

5月24日：情報通信審議会有線放送部会に諮問

8月 9日：同部会での４回にわたる審議を経て答申

8月17日：総務大臣の裁定

鳥取県 島根県及び 岡山県・香川県の民放１社

④

鳥取県、島根県及び

広島県のＣＡＴＶ９社

岡山県 香川県の民放１社

（アナログ） 平成19年 5月30日：中国総合通信局に裁定の申請

8月31日：情報通信審議会有線放送部会に諮問

平成20年 1月28日：同部会での４回にわたる審議を経て答申

2月 8日：総務大臣の裁定山口県のＣＡＴＶ２社
広島県の民放４社

（アナログ）（アナログ）

⑤ 長野県のＣＡＴＶ２社
在京キー局５社

デジ

平成19年 6月13日：信越総合通信局に裁定の申請

平成20年 1月28日：情報通信審議会有線放送部会に諮問

3月28日：同部会で関係者から意見聴取

4月 8日 信越総合通信局に申請取下げ⑤ 長野県のＣＡＴＶ２社
（デジタル） 4月 8日：信越総合通信局に申請取下げ

4月10日：諮問取下げ

6月24日：同意を得て、再送信開始
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「インターネット上の違法・有害情報への対策に関する検討会」最終報告書（関連部分要約）

○ インターネット上の違法情報には、大別すると特定の他人の権利を侵害する情報（権利侵害情報）と社会的法益を侵害
する情報（社会的法益侵害情報）があり、社会的法益侵害情報に対する自主的取組を促進する方策として、プロバイダ責
任制限法の適用範囲の拡大が考えられる。任制限法 適用範囲 拡大が考えられる。

具体的には、プロバイダ責任制限法の適用を社会的法益侵害情報に拡大し、プロバイダ等が、社会的法益を侵害する違
法な情報だと考えて削除したところ、実はその情報は違法ではなかったという場合について、プロバイダ等において違法
と信じるに足りる相当な理由があった場合には、削除したことによる発信者に対する損害賠償責任を制限するという方法
が考えられる。

この方法は プロバイダ等に新たな負担や不利益を課すものではないこと 発信者からみて既に権利侵害情報で行われこの方法は、プロバイダ等に新たな負担や不利益を課すものではないこと、発信者からみて既に権利侵害情報で行われ
ているのと同程度の制限となるにすぎないこと、行政権による表現行為に対する不当な制約になる懸念もないこと等から、
重大な法的問題や弊害は少ないと考えられる。

他方、大手のプロバイダ等を中心に、既に自主的対応として違法情報の削除が進んでおりこれによって削除の件数が大
幅に増えることは見込めないこと、ガイドラインや約款に沿って送信防止措置をとっている限り法的リスクはそれほど高
くなくプ バイダ責任制限法 適用を拡大する きと ズは多くな と 違法情報を放置するようなプ バイダ等くなくプロバイダ責任制限法の適用を拡大するべきとのニーズは多くないこと、違法情報を放置するようなプロバイダ等
に対しては効果が限定されていると考えられることといった考え方もある。

○ このほか、行政機関による措置制度や自主的取組にインセンティブを与える形での責任制限の方策等も考えられるが、
これらの方策については、議論も必ずしも十分に深まっておらず、今後、現実に法制化が可能かどうかも含め慎重かつ十分な検策 、議 深
討が不可欠である。

○ 以上のことから、当面は、自主的取組の進展及びその成果を見守りつつ、各種法的措置に関わる課題につき議論を深め
ていくことが、２０１１年度までに青少年インターネット環境整備法関連の取組の評価が行われるまでの間、取り組むべ
きことと考えらえるきことと考えらえる。
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「青少年インターネット環境整備法」について

○先の第１６９回国会において、衆議院青少年特別委員会の委員長提案により提出され、６月１１日

基本理念

○先の第１６９回国会において、衆議院青少年特別委員会の委員長提案により提出され、６月１１日
に成立。本年4月1日から施行。
○施行後3年以内（2011年度まで）に施行状況について検討を加え、必要な措置を講ずる。

基本理念

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄを適切に活用する能力ｲﾝﾀｰﾈｯﾄを適切に活用する能力 フィルタリングサービスの促進フィルタリングサービスの促進 国等による民間活動の支援国等による民間活動の支援

携帯電話会社
ｲ ﾀ ﾈ ﾄ接続事業者

関係閣僚会合（内閣府に設置）

政 府 民 間

フィルタリング提供義務ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続事業者
パソコンメーカー会長: 内閣総理大臣

委員: 内閣官房長官、その他国務大臣（総務大臣等）

策 定 フィルタリングを開発

青
フィルタリング提供義務

開発の努力義務

サーバーの管理者等

策 定

基本計画

する事業者等

・基本方針

少

年
有害情報閲覧防止努力義務

支
援

・インターネットを適切に活用する能力の教育
･フィルタリングサービスの性能向上・普及
･民間における取組の支援 等 その他関係者

年
啓発等の努力義務
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法体系全般□ 法体系全般

□ 伝送設備規律

□ 伝送サービス規律□ 伝送サ ビス規律

□ コンテンツ規律

✔□ 利用者保護規律



通信・放送分野における利用者保護規律

○ 電気通信事業法は、一部の役務を除き、原則として契約約款規制を廃止する一方、事業者に対し、利用者への提供条件説明義○ 電気通信事業法は、 部の役務を除き、原則として契約約款規制を廃止する 方、事業者に対し、利用者 の提供条件説明義
務・苦情処理義務を課している。

○ 放送法・有線テレビジョン放送法・電気通信役務利用放送法は、契約約款規制を採用する一方、利用者への提供条件説明義務・苦
情処理義務はない。

電気通信事業法 放送法・電波法
（有料放送）

有線テレビジョン
放送法

電気通信役務
利用放送法基礎 指定 特定

料金規制
なし
（原則
自由）

届出 届出 届出

届出

届出 届出

契約約款 認可

提供条件の
説明義務

○ なし なし なし

苦情処理義務 ○ なし なし なし

事業の休廃止に 利用者に対する事前周知 事後届出 事後届出 事後届出
事業の休廃止に

係る規律
利用者に対する事前周知

＋総務大臣に対する事後届出 事後届出 事後届出 事後届出

業務改善命令 ○ ○
（契約約款等変更命令）

○
（料金に関する事項の

変更命令）

○
（契約約款変更命令）

○
業務停止命令等 －

○
（無線局の運用停止命令、
委託放送業務の停止命令）

○
（業務停止命令）

○
（業務停止命令）

免許等の取消し
○

（登録の取消し）

○
（免許、委託放送業務認定の

取消し）

○
（許可の取消し）

○
（登録の取消し）
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